
JP 5259663 B2 2013.8.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理量を入力する入力部と、
　クロックを発生し該クロックを計数したカウント値を出力するクロック出力部と、
　時刻情報を含む第１のメッセージを受信する受信部と、
　前記第１のメッセージに含まれる前記時刻情報と、該第１のメッセージを受信した際に
前記クロック出力部から出力された前記カウント値とに基づいて、前記物理量を前記入力
部から取得するタイミングを調整する調整部と、
　前記調整部で調整された前記タイミングで前記物理量の値を取得し、取得した前記物理
量の値を含む第２のメッセージを生成する生成部と、
　前記第２のメッセージを前記第１のメッセージの送信元の機器に送信する送信部と
を備え、
　前記調整部は、
　複数の前記機器に対する前記タイミングをそれぞれ求め、求められた該タイミングのう
ち最も時刻の早いタイミングを次に前記物理量を取得するタイミングとする
ことを特徴とする計測装置。
【請求項２】
　前記調整部は、
　前記タイミングが示す間隔が、前記機器から送信された前記第１のメッセージに含まれ
る前記時刻情報が示す時刻に換算して略一定間隔になるように調整する
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ことを特徴とする請求項１に記載の計測装置。
【請求項３】
　前記調整部は、
　複数の機器それぞれに対する前記タイミングの間隔が予め決められた時間よりも短い場
合に、該複数の機器それぞれに対するタイミングのうち何れか１を、前記物理量の値を取
得するタイミングとする
ことを特徴とする請求項１に記載の計測装置。
【請求項４】
　計測方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記計測方法は、
　物理量を入力する入力ステップと、
　クロックを発生し該クロックを計数したカウント値を出力するクロック出力ステップと
、
　時刻情報を含む第１のメッセージを受信する受信ステップと、
　前記第１のメッセージに含まれる前記時刻情報と、該第１のメッセージを受信した際に
前記クロック出力部から出力された前記カウント値とに基づいて、前記物理量を前記入力
ステップにより取得するタイミングを調整する調整ステップと、
　前記調整ステップで調整された前記タイミングで前記物理量の値を取得し、取得した前
記物理量の値を含む第２のメッセージを生成する生成ステップと、
　前記第２のメッセージを前記第１のメッセージの送信元の機器に送信する送信ステップ
と
を備え、
　前記調整ステップは、
　複数の前記機器に対する前記タイミングをそれぞれ求め、求められた該タイミングのう
ち最も時刻の早いタイミングを次に前記物理量を取得するタイミングとするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、計測装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　変電所は、電力を需要家に届ける役割を持つと同時に、漏電、地絡、機器の故障といっ
た異常が起きた箇所を即時に遮断する保護システムを備える。異常を検知するために、変
電所に備えられた多くの保護リレーが電力線に通る電気の電流、電圧値などの物理量を多
数の箇所で頻繁に計測する。典型的な変電所における保護リレーは、建屋内に設置され、
屋外に敷設された電力線の計測地点と複数のアナログケーブルで接続される。そのため、
変電所には長距離で大量のケーブルが敷設される。
【０００３】
　一方、従来、ディジタルネットワークを活用して変電所における大量のケーブルを削減
する送電線保護システムが提案されている。このような送電線保護システムでは、電力線
近くに設置される計測装置（マージングユニットやブリック）が、複数のアナログケーブ
ルで入力された物理量をディジタル化して、例えばイーサネット（登録商標）などのディ
ジタルネットワークによる少量のケーブルを介して保護リレーへ送信する。ディジタルネ
ットワークを利用した保護システムは、ケーブル量を低減できるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７６９３６０７号明細書
【非特許文献】
【０００５】
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【非特許文献１】J.-C.　Tournier,　K.　Weber,　and　C.　Hoga,　“Precise　Time　S
ynchronization　on　a　High　Available　Redundant　Ring　Protocol,"　in　Proc.　
IEEE　International　Symopsium　on　Precision　Clock　Synchronization　for　Meas
urement,　Control　and　Communication(ISPCS　2009),　Brescia,　Italy,　Oct.　200
9.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、１台の保護リレーは、複数地点における物理量の時系列データを解析して送電
線などの異常を検知するため、測定タイミングを高精度に把握する必要がある。また、系
統保護システム内における個々の保護リレーは、電力系統内の異なるエリアを監視するた
め、１箇所のエリアを管轄する保護リレーや計測装置に異常が起きても、他のエリアを管
轄する機器はそれとは関係なく正常に動作することが望まれる。そこで、同様の考えから
、時刻同期機能の障害が影響する可能性のある範囲を限定できることが望ましい。
【０００７】
　一方、保護リレーと計測装置とをケーブルで直接接続し、保護リレーからの信号を受信
したタイミングで計測装置が物理量を計測する方法は、一台の保護リレーの時刻同期機能
に障害が起きても他の保護リレーに影響が及ばない。しかしながら、通信しあう１台の保
護リレーと１台の計測装置につき１本のケーブルを必要とする。また、伝送遅延を一定に
保つためリングやスター型といったネットワークを構成できないため、大量のケーブルを
必要とする。
【０００８】
　本発明は、時刻同期システムの高信頼性とネットワーク構成の柔軟性を兼ね備えた保護
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の実施形態の計測装置は、物理量を入力する入力部と、クロックを発生しクロック
を計数したカウント値を出力するクロック出力部と、時刻情報を含む第１のメッセージを
受信する受信部と、第１のメッセージに含まれる時刻情報と、第１のメッセージを受信し
た際にクロック出力部から出力されたカウント値とに基づいて、物理量を入力部から取得
するタイミングを調整する調整部と、調整部で調整されたタイミングで物理量の値を取得
し、取得した物理量の値を含む第２のメッセージを生成する生成部と、第２のメッセージ
を第１のメッセージの送信元の機器に送信する送信部とを備え、調整部は、複数の機器に
対するタイミングをそれぞれ求め、求められたタイミングのうち最も時刻の早いタイミン
グを次に物理量を取得するタイミングとすることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る計測装置を適用可能な送電線保護システムを示す図。
【図２】各計測装置と各保護リレーとの関係を示す図。
【図３】第１の実施形態に係る計測装置の構成を示すブロック図。
【図４】第１の実施形態によるテーブルのデータを示す図。
【図５】第１の実施形態に適用可能な保護リレーの構成を示す図。
【図６】物理量データフレームの送信処理を示すシーケンス図。
【図７】第１の実施形態の物理量データフレーム送信処理を示すフローチャート。
【図８】値I＿samplingと値I＿correctionとの関係を示す図。
【図９】各装置毎に次回の計測までのクロック数が異なることを説明する図。
【図１０】第１の実施形態の第１の変形例による送電線保護システムを示す図。
【図１１】第１の実施形態の第２の変形例による送電線保護システムを示す図。
【図１２】第１の実施形態の第３の変形例による計測装置の構成を示す図。
【図１３－１】第１の実施形態の第４の変形例による計測装置の構成を示す図。
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【図１３－２】第１の実施形態の第４の変形例による計測装置の構成を示す図。
【図１４】２の計測装置の計測タイミングが異なることを説明する図。
【図１５】第２の実施形態に係る保護リレーの構成を示すブロック図。
【図１６】第２の実施形態によるテーブルのデータを示す図。
【図１７】物理量の時系列データの例を示す図。
【図１８】第２の実施形態に適用可能な計測装置の構成を示す図。
【図１９】物理量データフレームの送信処理を示すシーケンス図。
【図２０】物理量データフレームに基づく送電線異常の検証処理のフローチャート。
【図２１】第２の実施形態の第１の変形例による保護リレーの構成を示す図。
【図２２－１】第２の実施形態の第２の変形例による保護リレーの構成を示す図。
【図２２－２】第２の実施形態の第２の変形例による保護リレーの構成を示す図。
【図２３－１】第２の実施形態の第３の変形例による保護リレーの構成を示す図。
【図２３－２】第２の実施形態の第３の変形例による保護リレーの構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係る計測装置は、物理量の送信先となる全ての保護リレーの時刻を把
握する。また、保護リレー同士は、互いの時刻を同期しない。計測装置は、物理量を計測
するタイミングを、物理量の送信先である保護リレーの時刻に従って決定する。つまり、
複数の計測装置が同じ保護リレーへ物理量を送信する場合、各計測装置は、保護リレーの
時刻に基づき同じタイミングで物理量を計測する。また、１台の計測装置が複数の保護リ
レーへ物理量を送信する場合、計測装置は、各保護リレー毎に異なるタイミングで物理量
を計測する。
【００１３】
　このように構成された本第１の実施形態によれば、ある保護リレーの時刻に障害が発生
した場合であっても、他の保護リレーに送信する物理量の計測タイミングが影響されない
ため、障害の波及を防止できる。
【００１４】
　以下では、第１の実施形態における計測タイミングの決定方法を詳細に説明する。図１
に例示する送電線保護システムは、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９
、遮断器１１０～１１２、開閉器１１３～１１５、送電線１１６～１１８、母線保護リレ
ー１３０を含む。
【００１５】
　保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレー１３
０は、例えばイーサネット（登録商標）などのディジタルネットワークに接続される。図
１における保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、遮断器コントローラ１
１９～１２１、ならびに、母線保護リレー１３０は、リング型のネットワークを構成する
。リング型のネットワークは、例えば国際標準規格ＩＥＣ６２４３９－３(International
　Electrotechnical　Commission　62439-3)が規定するHighly　Availablity　Seamless
　Ringでもよいし、ＩＥＥＥ　８０２．５(Institute　of　Electrical　and　Electroni
cs　Engineers　802.5)、ＩＥＥＥ８０２．４、ＦＤＤＩ(Fiber　Distributed　Data　In
terface)といったＭＡＣ(Media　Access　Control)方式に対応したネットワークでもよい
。
【００１６】
　計測装置１０４～１０９は、それぞれ対応する送電線１１６～１１８に関する物理量を
計測する。この例では、計測装置１０４および１０５が送電線１１６に関する物理量を計
測し、計測装置１０６および１０７が送電線１１７に関する物理量を計測する。また、計
測装置１０８および１０９が送電線１１８に関する物理量を計測する。
【００１７】
　計測装置１０４～１０９に計測される物理量は、例えば送電線１１６～１１８により送
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電される電流の電流値および電圧値である。当該電流の交流周波数を物理量としてさらに
計測してもよい。これに限らず、計測装置１０４～１０９は、計測ポイントにおける温度
、湿度、圧力、風力量、水流量といった情報を物理量としてさらに測定してもよい。
【００１８】
　典型的な変電所では、通常、１つの計測装置が故障しても保護リレーが同じ位置の物理
量を取得できるよう、それぞれ２箇所の物理量を計測する計測装置を２台設置し、物理量
の計測手段を冗長化する。例えば、図１の例では、計測装置１０４、１０６および１０８
が、それぞれ計測装置１０５、１０７および１０９と略同じ位置の物理量を計測する。な
お、本第１の実施形態の実施に当たっては、このように計測装置を冗長化しなくてもよい
。
【００１９】
　計測装置１０４～１０９は、図２に示す関係に従い、保護リレー１０１～１０３、なら
びに、母線保護リレー１３０から、時刻を示す時刻情報を含むメッセージ（以下では、Sy
ncメッセージと呼ぶ）をネットワークを介して受信する。保護リレー１０１～１０３、な
らびに、母線保護リレー１３０は、Syncメッセージを送信する時刻を示す時刻情報を、当
該Syncメッセージに対して記述する。
【００２０】
　例えば、計測装置１０４～１０９は、保護リレー１０１～１０３のうち対応する保護リ
レーから送信されたSyncメッセージを受信する。各計測装置１０４～１０９は、さらに、
母線保護リレー１３０から送信されたSyncメッセージを受信する。すなわち、計測装置１
０４～１０９は、複数の送信元からSyncメッセージを受信できる。また、保護リレー１０
１～１０３、ならびに、母線保護リレー１３０は、それぞれ複数の送信先に対してSyncメ
ッセージを送信できる。
【００２１】
　そして、計測装置１０４～１０９は、Syncメッセージに含まれる時刻情報を利用して計
測タイミングを調整して物理量を計測し、図２に示す関係に従って保護リレー１０１～１
０３および母線保護リレー１３０に対して物理量の値を含むメッセージ（以下では、物理
量データフレームと呼ぶ）を送信する。
【００２２】
　ここで、計測装置１０４～１０９は、物理量を計測する計測タイミングを、送信先の保
護リレーの時刻に換算したときに当該計測タイミングが等間隔になるように調整する。な
お、計測装置１０４～１０９は、異なる保護リレー（例えば保護リレー１０１と母線保護
リレー１３０）に対して送信する物理量の計測タイミングの間隔が予め決められた時間内
であった場合、計測を一度で済ませてもよい。
【００２３】
　計測装置１０４および１０５は、保護リレー１０１に対して、計測装置１０６および１
０７は保護リレー１０２に対して、計測装置１０８および１０９は保護リレー１０３に対
して、それぞれ物理量データフレームを送信する。また、計測装置１０４～１０９は、そ
れぞれ母線保護リレー１０３に対して物理量データフレームを送信する。計測装置１０４
～１０９は、物理量データフレームをユニキャストで送信してもよいし、マルチキャスト
で送信してもよい。
【００２４】
　保護リレー１０１～１０３は、計測装置１０４～１０９から受信した物理量データフレ
ームに含まれる物理量を解析し、送電線における異常を検知する。異常を検知した場合、
保護リレー１０１～１０３は、ネットワークを介してそれぞれ遮断器コントローラ１１９
～１２１に遮断指令を送信する。また、典型的な変電所に本第１の実施形態を適用する場
合、保護リレー１０１～１０３、ならびに、母線保護リレー１３０は、自身の時刻が記さ
れたSyncメッセージをマルチキャストで定期的に送信する。この例に限らず、保護リレー
１０１～１０３、ならびに、母線保護リレー１３０は、ユニキャストを用いてSyncメッセ
ージを計測装置１０４～１０９に対し、図２に示す関係に従い定期的に送信してもよい。
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【００２５】
　なお、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレ
ー１３０の対応関係は、図２に示す関係に限られるものではなく、他の組み合わせであっ
てもよい。特に、各計測装置１０４～１０９が物理量データフレームを送信する送信先の
保護リレー数は、異なっていてもよい。この場合であっても、本第１の実施形態において
は、各計測装置１０４～１０９は、少なくとも、物理量データフレームの送信先である装
置からSyncメッセージを受信する。
【００２６】
　遮断器コントローラ１１９～１２１は、それぞれ対応する保護リレー１０１～１０３か
ら遮断指令を受信すると、それぞれ対応する遮断器１１０～１１２に対して遮断信号を送
る。遮断器コントローラ１１９～１２１と遮断器１１０～１１２との間は、それぞれアナ
ログの制御ケーブルで接続される。遮断器１１０～１１２は、それぞれ送電線１１６、１
１７および１１８を遮断する機能を備える。開閉器１１３～１１５は、保守などのために
必要に応じて送電線１１６～１１８をそれぞれ開閉する機能を備える。
【００２７】
　図１における計測装置１０４～１０９が保護リレー１０１～１０３および母線保護リレ
ー１３０の時刻を取得する方法は、特に限定されない。例えば、保護リレー１０１～１０
３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレー１３０は、ＩＥＥＥ１５８８ま
たはＮＴＰ(Network　Time　Protocol)に準拠した機能を備えてもよい。第１の実施形態
では、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレー
１３０がＩＥＥＥ１５８８の１ｓｔｅｐ方式およびＰｅｅｒ　ｄｅｌａｙ　ｍｅｃｈａｎ
ｉｓｍと呼ばれる方式に準拠する場合の例を説明する。
【００２８】
　すなわち、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護
リレー１３０がSyncメッセージを送信または転送する際に、推定される転送処理時間を示
す情報をSyncメッセージに含める。また、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～
１０９、ならびに、母線保護リレー１３０は、隣接する機器へPdelay＿Reqメッセージを
送信する機能、および隣接機器からPdelay＿Reqメッセージを受信し、Pdelay＿Response
メッセージを返送する機能、およびPdelay＿Responseメッセージを受信し、隣接機器との
間のケーブル中の伝送遅延時間を計算する機能を備える。
【００２９】
　Pdelay＿Reqメッセージは、Pdelay＿Reqメッセージ送信時の時刻を示す情報が含まれる
。また、Pdelay＿Responseメッセージには、Pdelay＿Reqメッセージ受信時の時刻およびP
delay＿Responseメッセージ送信時の時刻を示す情報が含まれる。
【００３０】
　図３において、計測装置５００は、図１における計測装置１０４～１０９に該当する。
本第１の実施形態に係る計測装置５００は、通信インタフェース５０１および５０２、ネ
ットワーク処理部５０３、ＭＵＸ（マルチプレクサ）５０５、ＤＥＭＵＸ（デマルチプレ
クサ）５０６、ＣＰＵ(Central　Processing　Unit)５１２、時刻計算部５１３、記憶部
５１４、ＤＭＡ(Direct　Memory　Access)コントローラ５１６、水晶発振器５１５、タイ
ミング調整部５１７、フレーム生成部５１８、ならびに、Ａ／Ｄ変換部５１９を備える。
【００３１】
　ＣＰＵ５１２は、例えば汎用のプロセッサであり、記憶部５１４に記憶されたプログラ
ムに従い、図示されないＲＡＭ(Random　Access　Memory)をワークメモリとして、この計
測装置５００の全体の動作を制御する。バス５３０は、ＣＰＵ５１２、時刻計算部５１３
、記憶部５１４、ＤＭＡコントローラ５１６、タイミング調整部５１７およびフレーム生
成部５１８を、互いに通信可能にするために接続する。
【００３２】
　水晶発振器５１５は、水晶を利用した、所定の周波数で発振する発振器と、当該発振器
で発生した発振信号の発振数をカウントするクロックカウンタを含む。水晶発振器５１５
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から出力されるクロックカウンタの値から求めた時刻は、当該計測装置５００における時
刻を示す時刻情報に相当する。クロックカウンタは、ネットワーク処理部５０３、時刻計
算部５１３およびタイミング調整部５１７に供給される。
【００３３】
　通信インタフェース５０１および５０２は、例えばイーサネット（登録商標）、無線Ｌ
ＡＮ(Local　Area　Network)といった通信方式に対応したインタフェースである。ネット
ワーク処理部５０３は、通信方式に対応したＭＡＣ(Media　Access　Control)処理を行い
、入力されたフレームを適切な出力先のモジュールへ出力する。ネットワーク処理部５０
３は、フレームの宛先およびフレームの入力元のモジュールに応じて、出力先のモジュー
ルを選択する。より具体的には、ネットワーク処理部５０３は、ＭＵＸ５０５から入力さ
れたフレームを通信インタフェース５０１および５０２のうち少なくとも一方に出力する
。
【００３４】
　また、ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１または５０２から入力
された、宛先アドレスが計測装置５００であるフレームをＤＥＭＵＸ５０６に対して出力
する。ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１から入力された、宛先ア
ドレスがユニキャストアドレスであり且つ宛先アドレスが計測装置５００ではないフレー
ムを、通信インタフェース５０２へ出力する。同様に、ネットワーク処理部５０３は、通
信インタフェース５０２から入力された、宛先アドレスがユニキャストアドレスであり且
つ宛先アドレスが計測装置５００ではないフレームを通信インタフェース５０１へ出力す
る。
【００３５】
　さらに、ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１から入力された、宛
先アドレスがマルチキャストアドレスであるフレームを、通信インタフェース５０２およ
びＤＥＭＵＸ５０６に対して出力する。同様に、ネットワーク処理部５０３は、通信イン
タフェース５０２から入力された、宛先アドレスがマルチキャストアドレスであるフレー
ムを、通信インタフェース５０１およびＤＥＭＵＸ５０６に対して出力する。
【００３６】
　なお、ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１または５０２から入力
されたフレームのうち、一度受信した同一のフレームを破棄することができる。
【００３７】
　ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１または５０２におけるフレー
ムの入出力時に、水晶発振器５１５のクロックカウンタを、当該入出力時の時刻を示すタ
イムスタンプとして保持する。ＭＵＸ５０５は、複数のモジュールの何れかからフレーム
を取得し、転送する。ＤＥＭＵＸ５０６は、Syncメッセージを時刻計算部５１３へ出力す
ると共に、少なくともSyncメッセージ以外のフレームをＤＭＡコントローラ５１６に転送
する。
【００３８】
　これに限らず、ＤＥＭＵＸ５０６は、Syncメッセージを時刻計算部５１３およびＤＭＡ
コントローラ５１６へ出力してもよい。また、ＤＥＭＵＸ５０６は、Pdelay＿Reqメッセ
ージおよびPdelay＿Responseメッセージを、時刻計算部５１３およびＤＭＡコントローラ
５１６の少なくとも一方に出力してもよい。
【００３９】
　時刻計算部５１３は、入力されたSyncメッセージに含まれる、Syncメッセージを送信し
た時刻を示す時刻情報を利用して、Syncメッセージの送信元である保護リレーのクロック
による時刻を計算する。また、時刻計算部５１３は、記憶部５１４に、保護リレーの時刻
を水晶発振器５１５のクロックカウンタの値に変換するためのパラメータ（以下では、変
換パラメータと呼ぶ）を保存する。
【００４０】
　記憶部５１４は、例えば不揮発性の半導体メモリやハードディスクドライブなどからな
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り、ＣＰＵ５１２が動作するためのプログラムが記憶される。記憶部５１４は、さらに、
当該計測装置５００の通信先の保護リレーのアドレスと、上述の変換パラメータと、物理
量の計測頻度と、計測開始時のクロックカウンタの値とで構成されるレコードを、少なく
とも１つ以上含むテーブルを保持する。
【００４１】
　図４に例示するデータは、保護リレーまたは母線保護リレー毎のレコードからなるテー
ブルとして記憶部５１４に保存される。各レコードは、インデックスで識別される。保護
リレーのアドレスは、当該計測装置５００が保護リレーにアクセスする際に用いるアドレ
スであって、例えばイーサネット（登録商標）のＭＡＣアドレスを用いることができる。
これに限らず、保護リレーのアドレスとして、保護リレーのＩＰ(Internet　Protocol)ア
ドレスを用いてもよい。
【００４２】
　変換パラメータは、例えば、保護リレーの時刻で換算した水晶発振器５１５の周波数（
換算周波数と呼ぶ）、Syncメッセージ受信時における保護リレーの推定時刻、ならびに、
Syncメッセージ受信時における水晶発振器５１５のクロックカウンタの値である。換算周
波数は、例えば、２のSyncメッセージに含まれる時刻情報の差分と、当該２のSyncメッセ
ージを通信インタフェース５０１または５０２で受信した際にネットワーク処理部５０３
に保持されたタイムスタンプの差分との比に基づき算出することができる。
【００４３】
　なお、換算周波数は、保護リレーにおける時刻の進行速度と、計測装置５００における
時刻の進行速度との違いを表す。換言すれば、換算周波数と水晶発振器５１５に規定の発
振周波数とを比較することで、保護リレーにおいて時刻を計測するクロックにより規定さ
れる１秒と、計測装置５００における水晶発振器５１５から出力されるクロックカウンタ
により規定される１秒との違いを知ることができる。
【００４４】
　図４の例では、変換パラメータとして、さらに物理量の計測頻度と計測開始時のクロッ
クカウンタとが含められている。物理量の計測頻度は、例えば保護リレーの時刻で換算し
た１秒当たりに、当該計測装置５００が物理量を計測する回数である。計測開始時のクロ
ックカウンタは、予め設定されるかまたは保護リレーから通知された、保護リレーの時刻
を水晶発振器５１５のクロックカウンタに変換した値である。計測装置５００は、クロッ
クカウンタの値がこの計測開始時のクロックカウンタで指定された値になると、計測動作
を開始する。
【００４５】
　ＤＭＡコントローラ５１６は、ＣＰＵ５１２が生成したフレームをＭＵＸ５０５に対し
て出力すると共に、ＤＥＭＵＸ５０６から入力されたフレームを記憶部５１４に記憶させ
る。タイミング調整部５１７は、当該計測装置５００における物理量の計測タイミングを
決定する。また、タイミング調整部５１７は、内部に次の物理量の計測タイミングまでの
クロック数を保持するカウンタを備える。
【００４６】
　Ａ／Ｄ変換部５１９は、外部の装置で計測された物理量のアナログ信号（物理量信号）
を、ディジタルデータによる物理量に変換する。このＡ／Ｄ変換部５１９は、本第１の実
施形態における計測部に該当する。フレーム生成部５１８は、タイミング調整部５１７か
ら計測タイミングを示す信号を受けたときに、Ａ／Ｄ変換部５１９からディジタル化され
た物理量を取得し、この物理量の値を含む物理量データフレームを生成する。生成された
物理量データフレームは、ＭＵＸ５０５に対して出力される。
【００４７】
　図５に示される保護リレー１４００’は、図１で示した保護リレー１０１～１０３、な
らびに、母線保護リレー１３０に相当する。保護リレー１４００’は、通信インタフェー
ス１４０１および１４０２、ネットワーク処理部１４０３、水晶発振器１４０４、ＤＥＭ
ＵＸ１４０５、ＭＵＸ１４０６、ＣＰＵ１４０７、ＤＭＡコントローラ１４０８、時刻提
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供部２２０９、リレー演算部１４１１、ならびに、記憶部１４１２を備える。
【００４８】
　ＣＰＵ１４０７は、例えば汎用のプロセッサであり、記憶部１４１２に記憶されたプロ
グラムに従い、同じく図示されないＲＡＭをワークメモリとして、この保護リレー１４０
０’の全体の動作を制御する。バス１４３０は、ＣＰＵ１４０７、時刻提供部２２０９、
記憶部１４１２、ＤＭＡコントローラ１４０８およびリレー演算部１４１１を、互いに通
信可能に接続する。
【００４９】
　なお、通信インタフェース１４０１および１４０２、ネットワーク処理部１４０３、水
晶発振器１４０４およびＤＭＡコントローラ１４０８は、図３を用いて説明した計測装置
５００における通信インターフェイス５０１および５０２、ネットワーク処理部５０３、
水晶発振器５１５およびＤＭＡコントローラ５１６それぞれのモジュールと同等であるの
で、ここでの詳細な説明を省略する。
【００５０】
　保護リレー１４００’において、ＤＥＭＵＸ１４０５は、通信インターフェイス１４０
１または１４０２で受信したPdeley＿ResponseメッセージおよびPdeley＿Reqメッセージ
を時刻提供部２２０９に転送する。また、ＤＥＭＵＸ１４０５は、通信インターフェイス
１４０１または１４０２で受信した物理量データフレームを、ＤＭＡコントローラ１４０
８に転送する。ＤＭＡコントローラ１４０８は、ＤＥＭＵＸ１４０５から転送された物理
量データフレームをＣＰＵ１４０７およびリレー演算部１４１１に転送する。
【００５１】
　ＭＵＸ１４０６は、ＤＭＡコントローラ１４０８、時刻提供部２２０９およびリレー演
算部１４１１からフレームを取得し、ネットワーク処理部１４０３に転送する。
【００５２】
　時刻提供部２２０９は、水晶発振器１４０４から出力されるクロックカウンタに基づき
、定期的にSyncメッセージを生成する。生成されたSyncメッセージは、ＭＵＸ１４０６を
介してネットワーク処理部１４０３に転送され、通信インタフェース１４０１または１４
０２により送信される。
【００５３】
　また、時刻提供部２２０９は、Pdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Responseメッセ
ージを生成する。生成されたPdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Responseメッセージ
は、ＭＵＸ１４０６を介してネットワーク処理部１４０３に転送され、通信インタフェー
ス１４０１または１４０２により送信される。さらに、時刻提供部２２０９は、通信イン
タフェース１４０１または１４０２により受信され、ネットワーク処理部１４０３および
ＤＥＭＵＸ１４０５を介して転送されたPdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Response
メッセージを処理する。
【００５４】
　記憶部１４１２は、例えばハードディスクドライブや不揮発性の半導体メモリからなり
、ＣＰＵ１４０７が動作するためのプログラムが記憶される。記憶部１４１２は、さらに
、送信先の計測装置それぞれに対する計測装置のアドレスを保持すると共に、通信インタ
フェース１４０１または１４０２で、複数の計測装置からそれぞれ受信した物理量データ
フレームに含まれる物理量の値を保持する。リレー演算部１４１１は、記憶部１４１２に
保持した複数の物理量情報を用いて、送電線における異常を検証する。
【００５５】
　次に、本第１の実施形態に係る計測装置の処理を説明する。図６は、計測装置１０４が
保護リレー１０１に物理量の値を記述した物理量データフレームを送信する際の一例の処
理を示す。図１の例では、計測装置１０４から出力された物理量データフレームは、計測
装置１０５を介して保護リレー１０１に受信されることになる。
【００５６】
　図６に示すシーケンスは、第１、第２および第３の、３のシーケンスに分類される。第
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１のシーケンスは、保護リレー１０１が定期的に送信したSyncメッセージを計測装置１０
４が受信し、計測装置１０４は、受信したSyncメッセージに基づき保護リレー１０１の時
刻を把握する。第２のシーケンスは、計測装置１０５および計測装置１０４が隣接する機
器との間のケーブル中における通信遅延を定期的に測定する。第３のシーケンスは、計測
装置１０４が保護リレー１０１に対し、物理量データフレームを定期的に送信する。
【００５７】
　なお、これら第１～第３のシーケンスは、それぞれ独立したタイミングで実行されても
よく、第１～第３のシーケンスがどのような順番で行われてもよい。また、本第１の実施
形態では、第２のシーケンスの実行を省略することができる。第２のシーケンスは、Sync
メッセージの通信遅延を高精度に計測するために実行される。高精度に通信遅延を計測す
ることで、計測装置は、保護リレー側の時刻を高精度に把握することができる。高精度が
必要ない場合、計測装置は、第２のシーケンスの実行を省略可能である。
【００５８】
　先ず、第１のシーケンスについて説明する。保護リレー１０１は、Syncメッセージ７０
１をネットワークに対して送信する（ステップＳ７５１）。このSyncメッセージ７０１の
宛先アドレスは、計測装置１０４のアドレス若しくはマルチキャストアドレスである。こ
のSyncメッセージ７０１は、ステップＳ７５２で計測装置１０５に受信される。
【００５９】
　計測装置１０５は、ステップＳ７５２で受信したSyncメッセージ７０１を、計測装置１
０４に転送する。ステップＳ７５２におけるSyncメッセージ７０１の転送処理を、図３を
参照しながら説明する。計測装置１０５（計測装置５００）において、通信インタフェー
ス５０１がSyncメッセージ７０１を受信したと想定する。通信インタフェース５０１は、
受信したSyncメッセージ７０１をネットワーク処理部５０３に対して出力する。ネットワ
ーク処理部５０３は、水晶発振器５１５から出力されたクロックカウンタの値を、タイム
スタンプとして取得する。
【００６０】
　Syncメッセージ７０１の宛先アドレスは、計測装置１０４のアドレス若しくはマルチキ
ャストアドレスであるため、ネットワーク処理部５０３は、Syncメッセージ７０１を通信
インタフェース５０２へ出力する。Syncメッセージ７０１の宛先アドレスがマルチキャス
トアドレスの場合、ネットワーク処理部５０３は、さらにＤＥＭＵＸ５０６に対してSync
メッセージ７０１を出力する。通信インタフェース５０２は、ネットワーク処理部５０３
から受け取ったSyncメッセージ７０１を、ネットワークに対して出力する。
【００６１】
　なお、ネットワーク処理部５０３は、Syncメッセージ７０１の推定される転送処理時間
D＿transと、Syncメッセージ７０１のCorrectionフィールドに記載された値D＿old＿corr
ectionと、計測装置１０５と保護リレー１０１との間の通信遅延D＿pdelayとを用いて、
下記の式（１）に従い値D＿new＿correctionを計算し、結果をSyncメッセージ７０１のCo
rrectionフィールドに含めてもよい。なお、転送処理時間D＿transは、予め決められた値
を用いてもよい。
D＿new＿correction＝D＿trans＋D＿old＿correction＋D＿pdelay　　…（１）
【００６２】
　また、ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０２にフレームを出力する
直前且つ転送処理時間を計算する際に、水晶発振器５１５のクロックカウンタC＿transを
取得し、通信インタフェース５０１からフレームが入力されたときのタイムスタンプC＿i
nと、予め決められたCorrectionフィールドの処理時間D＿proc＿correction、予め決めら
れた水晶発振器５１５の周波数ｆを用いて、下記の式（２）を用いて転送処理時間D＿tra
nsを計算してもよい。
D＿trans＝ｆ×(C＿trans－C＿in＋D＿proc＿correction)　　…（２）
【００６３】
　以上がステップＳ７５２における計測装置１０５の処理である。
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【００６４】
　計測装置１０４は、ステップＳ７５３でSyncメッセージ７０１を受信する。ステップＳ
７５３におけるSyncメッセージ７０１の受信処理を、図３を参照しながら説明する。計測
装置１０４（計測装置５００）において、通信インタフェース５０１がSyncメッセージ７
０１を受信したと想定する。通信インタフェース５０１は、Syncメッセージ７０１をネッ
トワーク処理部５０３に対して出力する。ネットワーク処理部５０３は、水晶発振器５１
５から出力されるクロックカウンタを、タイムスタンプとして取得する。
【００６５】
　Syncメッセージ７０１の宛先アドレスは、計測装置１０４のアドレス若しくはマルチキ
ャストアドレスであるため、ネットワーク処理部５０３は、Syncメッセージ７０１をＤＥ
ＭＵＸ５０６に対して出力する。Syncメッセージ７０１の宛先アドレスがマルチキャスト
アドレスの場合、ネットワーク処理部５０３は、さらに通信インタフェース５０２に対し
てSyncメッセージ７０１を出力する。その後の処理は、上述したステップＳ７５２におけ
る処理と同様である。
【００６６】
　次に、ＤＥＭＵＸ５０６は、Syncメッセージ７０１の出力先を決定する。ＤＥＭＵＸ５
０６は、入力されたフレームがSyncメッセージ７０１である場合に、当該フレームを時刻
計算部５１３に出力し、それ以外のフレームを全てＤＭＡコントローラ５１６へ出力する
。この場合は、入力されたフレームがSyncメッセージ７０１であるため、ＤＥＭＵＸ５０
６は、当該Syncメッセージ７０１を時刻計算部５１３に対して出力する。
【００６７】
　時刻計算部５１３は、ネットワーク処理部５０３から、Syncメッセージ７０１受信時の
クロックカウンタを取得する。そして、時刻計算部５１３は、水晶発振器５１５の発振周
波数を保護リレー１０１のクロックで換算した換算周波数を計算する。より具体的には、
時刻計算部５１３は、Syncメッセージ７０１に記述されるSyncメッセージ７０１の送信時
刻T＿sync＿send、記憶部５１４に保存していた前回受信したSyncメッセージの送信時刻
、Syncメッセージ７０１受信時にネットワーク処理部５０３にタイムスタンプとして保持
されたクロックカウンタ、ならびに、前回のSyncメッセージ受信時にタイムスタンプとし
て保持したクロックカウンタを用い、さらにSyncメッセージ７０１の通信遅延D＿syncを
用いて換算周波数を計算する。
【００６８】
　なお、Syncメッセージ７０１の通信遅延D＿syncは、予め決められた値でもよい。これ
に限らず、Syncメッセージ７０１の通信遅延D＿syncは、Syncメッセージ７０１のCorrect
ionフィールドに記された値でもよい。さらに、Syncメッセージ７０１の通信遅延D＿sync
は、Syncメッセージ７０１のCorrectionフィールドに記された値に、第２のシーケンスで
計測した計測装置１０５と計測装置１０４との間の通信遅延を加えた値でもよい。
【００６９】
　時刻計算部５１３は、保護リレー１０１のクロックで換算した換算周波数を、例えばＰ
Ｉ(Proportional-Integral)制御、回帰解析、線形計画法などの方法で計算することがで
きる。なお、時刻計算部５１３は、換算周波数を計算するために、今回および前回のSync
メッセージ受信時のSyncメッセージの受信時刻およびクロックカウンタだけでなく、それ
以前に受信した１以上のSyncメッセージの受信時刻およびクロックカウンタの値を記憶部
５１４に保存し、利用してもよい。これにより回帰解析、線形計画法などの方法を用いる
場合に、換算周波数を精度良く推測できる。
【００７０】
　時刻計算部５１３は、水晶発振器５１５の発振周波数を保護リレー１０１のクロックで
換算した換算周波数を、記憶部５１４に保存する。
【００７１】
　また、時刻計算部５１３は、下記の式（３）を用いてSyncメッセージ７０１受信時の保
護リレー１０１の時刻T＿sync＿est＿recvを計算し、記憶部５１４に保存する。
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T＿sync＿est＿recv＝T＿sync＿send＋D＿sync　　…（３）
【００７２】
　さらに、時刻計算部５１３は、Syncメッセージ７０１受信時のクロックカウンタを、記
憶部５１４に保存する。以上が、ステップＳ７５３における計測装置１０４の処理である
。
【００７３】
　次に、第２のシーケンスについて説明する。第２のシーケンスでは、隣接機器間の遅延
を測定する。計測装置１０５および計測装置１０４は、定期的にPdelay＿Reqメッセージ
を隣接する機器に送信し、隣接する機器から送信されたPdelay＿Responseメッセージを受
信する。図６では、計測装置１０４が計測装置１０５との間の通信遅延を計測し、計測装
置１０５が保護リレー１０１との間の通信遅延を計測する様子が示されている。何れも処
理方法は同じであるため、ここでは、計測装置１０４と計測装置１０５との間の通信遅延
を計測する方法について説明する。
【００７４】
　計測装置１０４は、ステップＳ７５４でPdelay＿Reqメッセージ７０５を送信する。こ
のステップＳ７５４における処理を、図３を参照しながら説明する。計測装置１０４（計
測装置５００）の時刻計算部５１３は、Pdelay＿Reqメッセージ７０５を生成する。ＭＵ
Ｘ５０５は、時刻計算部５１３からPdelay＿Reqメッセージ７０５を取得し、ネットワー
ク処理部５０３に対して出力する。ネットワーク処理部５０３は、Pdelay＿Reqメッセー
ジ７０５の推定される送信時刻を、水晶発振器５１５のクロックカウンタの値を用いて計
算し、当該送信時刻を示す推定送信時刻情報をPdelay＿Reqメッセージ７０５に記述する
。
【００７５】
　ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１および通信インタフェース５
０２のうち少なくとも一方に対してPdelay＿Reqメッセージ７０５を出力する。通信イン
タフェース５０１および／または通信インタフェース５０２は、Pdelay＿Reqメッセージ
７０５をネットワークに対して出力する。以上がステップＳ７５４における計測装置１０
４の処理である。
【００７６】
　計測装置１０５は、ステップＳ７５５で、Pdelay＿Reqメッセージ７０５を受信する。
ステップＳ７５５における計測装置１０５の処理を、図３を参照しながら説明する。なお
、計測装置１０５は、通信インタフェース５０２でPdelay＿Reqメッセージ７０５を受信
したと想定する。通信インタフェース５０２は、受信したPdelay＿Reqメッセージ７０５
を、ネットワーク処理部５０３に対して出力する。
【００７７】
　次に、ネットワーク処理部５０３は、Pdelay＿Reqメッセージ７０５が入力されたとき
のクロックカウンタを、水晶発振器５１５から取得する。ネットワーク処理部５０３は、
ＤＥＭＵＸ５０６に対してPdelay＿Reqメッセージ７０５を出力する。ＤＥＭＵＸ５０６
は、このPdelay＿Reqメッセージ７０５を、時刻計算部５１３に対して出力する。時刻計
算部５１３は、Pdelay＿Reqメッセージ７０５に応じて、Pdelay＿Responseメッセージ７
０６を生成する。そして、時刻計算部５１３は、Pdelay＿Reqメッセージ７０５受信時の
クロックカウンタをネットワーク処理部５０３から取得する。
【００７８】
　次に、時刻計算部５１３は、Pdelay＿Responseメッセージ７０６に対し、Pdelay＿Req
メッセージ７０５に記述された、Pdelay＿Reqメッセージ７０５の送信時刻およびPdelay
＿Reqメッセージ７０５の受信時刻を記述する。時刻計算部５１３は、Pdelay＿Response
メッセージ７０６をＭＵＸ５０５に対して出力する。
【００７９】
　ＭＵＸ５０５は、時刻計算部５１３から出力されたPdelay＿Responseメッセージ７０６
を取得し、ネットワーク処理部５０３に対して出力する。ネットワーク処理部５０３は、



(13) JP 5259663 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

Pdelay＿Responseメッセージ７０６の推定される送信時刻を、Pdelay＿Responseメッセー
ジ７０６に対して記述する。ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０２に
対してPdelay＿Responseメッセージ７０６を出力する。通信インタフェース５０２は、Pd
elay＿Responseメッセージ７０６を送信する。以上が、ステップＳ７５５における処理で
ある。
【００８０】
　計測装置１０４は、ステップＳ７５６で、Pdelay＿Responseメッセージ７０６を受信す
る。ステップＳ７５６における計測装置１０４の処理を、図３を参照しながら説明する。
なお、計測装置１０４は、Pdelay＿Responseメッセージ７０６を通信インタフェース５０
１で受信したものと想定する。通信インタフェース５０１は、受信したPdelay＿Response
メッセージ７０６を、ネットワーク処理部５０３に対して出力する。ネットワーク処理部
５０３は、Pdelay＿Responseメッセージ７０６が入力されたときの水晶発振器５１５のク
ロックカウンタを取得する。そして、ネットワーク処理部５０３はＤＥＭＵＸ５０６に対
してPdelay＿Responseメッセージ７０６を出力する。
【００８１】
　ＤＥＭＵＸ５０６は、時刻計算部５１３に対してPdelay＿Responseメッセージ７０６を
出力する。時刻計算部５１３は、Pdelay＿Reqメッセージ７０５の送信時刻Pd＿req＿send
と、Pdelay＿Reqメッセージ７０５の受信時刻Pd＿req＿recvと、Pdelay＿Responseメッセ
ージ７０６の送信時刻Pd＿resp＿sendと、Pdelay＿Responseメッセージ７０６の受信時刻
Pd＿resp＿recvとを用いて、通信遅延Pd＿delayを、例えば下記の式（４）を用いて計算
する。
Pd＿delay＝｛(Pd＿req＿recv－Pd＿req＿send)＋(Pd＿resp＿recv－Pd＿resp＿send)｝
／２　　…（４）
【００８２】
　時刻計算部５１３は、ステップＳ７５３において換算周波数を計算するとき、計測装置
１０４と計測装置１０５との間の通信遅延D＿pdelayとして、通信遅延Pd＿delayを使用し
てよい。これに限らず、時刻計算部５１３は、過去に計算した１以上のPd＿delayの値を
用いて通信遅延Pd＿delay、ならびに、計測装置１０４と計測装置１０５との間の通信遅
延D＿pdelayを求めてもよい。例えば、過去に計算した１以上の通信遅延Pd＿delayの平均
値を利用する方法がある。以上が、ステップＳ７５６における処理である。
【００８３】
　次に、第３のシーケンスについて説明する。第３のシーケンスでは、計測装置１０４が
物理量の値を保護リレー１０１へ送信する。先ず、計測装置１０４は、ステップＳ７５７
で、物理量データフレーム７０７をネットワークに対して送信する。
【００８４】
　ステップＳ７５７における計測装置１０４（計測装置５００）の処理を、図３および図
７を用いて説明する。タイミング調整部５１７は、内部に物理量の計測タイミングまでの
クロック数を保持するダウンカウンタを備える（図示しない）。また、タイミング調整部
５１７は、次に計測する物理量の送信先である装置（保護リレー）のレコードを指し示す
インデックスを保持する。
【００８５】
　図７に示すステップＳ１２０１において、タイミング調整部５１７は、記憶部５１４に
保存されたテーブルにおける、計測開始時のクロックカウンタの値から、現在の水晶発振
器５１５のクロックカウンタの値を減じた値を、ダウンカウンタに設定する（ステップＳ
１２０１）。
【００８６】
　タイミング調整部５１７は、ステップＳ１２０２で、水晶発振器５１５からクロックカ
ウンタ信号を受信すると、ダウンカウンタの値が「０」であるか否かを判定する。判定の
結果、若し、値が「０」より大きければ、処理をステップＳ１２０３に移行させてダウン
カウンタの値を１だけ減じる。そして、当該計測装置１０４の動作が停止されていなけれ
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ば（ステップＳ１２０８）、処理をステップＳ１２０２に戻す。
【００８７】
　なお、計測装置１０４の動作の停止は、例えば作業員が当該計測装置１０４の動作を停
止するなどの操作を表す。なお、この図７では、ステップＳ１２０８において計測装置１
０４の動作が停止されているか否かを判定するように示されているが、動作停止の方法が
電源ＯＦＦの場合、ここでの判定処理は行われない。
【００８８】
　一方、タイミング調整部５１７は、ステップＳ１２０２でダウンカウンタの値が「０」
であると判定した場合、図７に示すステップＳ１２０４を実行する。ステップＳ１２０４
において、タイミング調整部５１７は、フレーム生成部５１８に対してインデックスを出
力する。フレーム生成部５１８は、タイミング制御部５１７からインデックスを入力され
ると、Ａ／Ｄ変換部５１９からディジタル化された物理量を取得する。次に、フレーム生
成部５１８は、物理量の値を記述した物理量データフレーム７０７を生成する（ステップ
Ｓ１２０５）。なお、フレーム生成部５１８は物理量データフレーム７０７の宛先アドレ
スを、インデックスが指し示すレコードが保持する保護リレーのアドレスに設定してもよ
い。ＭＵＸ５０５は、フレーム生成部５１８から物理量データフレーム７０７を取得し、
ネットワーク処理部５０３に対して出力する。
【００８９】
　なお、フレーム生成部５１８は、物理量データフレーム７０７に物理量の計測タイミン
グを示す情報を記述することができる。この計測タイミングを示す情報は、例えばネット
ワークに送信されるメッセージの順番を示すシーケンスナンバであってよい。クロックカ
ウンタに基づく時刻情報（タイムスタンプ）を、当該計測タイミングを示す情報として用
いることも可能である。計測タイミングを示す情報を物理量データフレーム７０７に記述
することで、複数の計測装置から物理データフレームを受信した保護リレーは、それぞれ
の物理データフレームに記載された物理量が計測されたタイミングの関係を把握できるた
め、計測装置は同一時刻における複数地点の物理量を比較できる。
【００９０】
　次のステップＳ１２０６で、ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェース５０１
および通信インタフェース５０２のうち少なくとも一方に対して、物理量データフレーム
７０７を出力する。通信インタフェース５０１および／または通信インタフェース５０２
は、この物理量データフレーム７０７を、ネットワークに対して送信する。
【００９１】
　タイミング調整部５１７は、インデックスをフレーム生成部５１８に対して出力した後
、次回物理量を計測するタイミングを決定する（ステップＳ１２０７）。ステップＳ１２
０７において、タイミング調整部５１７は、記憶部５１４に記憶されたそれぞれの保護リ
レーのレコードについて、対象となる保護リレー（例えば保護リレー１０１）のクロック
で換算した水晶発振器５１５の周波数である換算周波数F＿oscillatorと、１秒間当たり
の計測回数を示す計測頻度F＿samplingとを用いて、下記の式（５）～（７）により以下
の値I＿sampling、値N＿correctionおよび値I＿correctionを計算する。なお、関数Floor
(ｘ)は、値ｘを越えない最大の整数を返す関数とする。
I＿sampling＝Floor(F＿oscillator／F＿sampling)　　…（５）
N＿correction＝F＿oscillator－I＿sampling×F＿sampling　　…（６）
I＿correction＝Floor(N＿correction／I＿sampling)　　…（７）
【００９２】
　値I＿samplingは、計測タイミングの間隔を水晶発振器５１５のクロック数で表した値
である。ただし、値I＿samplingは、クロック単位の値であって、関数Floor()で少数点以
下を切り落とされた値である。そのため、水晶発振器５１５が値I＿samplingの間隔で値F
＿samplingの回数計測する時間は、若干１秒に満たない可能性がある。そこで、タイミン
グ調整部５１７は、所定の割合で計測タイミングの間隔を１クロック分補正する。値N＿c
orrectionは、１秒当たりの補正回数を表す。値I＿correctionは、何回計測する毎に補正
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するかを表す。
【００９３】
　図８に値I＿samplingおよび値I＿correctionの関係を示す。基本的に、計測タイミング
の間隔は値I＿correctionである。しかし、値I＿correctionで示す回数計測する毎に、計
測タイミングの間隔は値I＿sampling＋１に補正される。
【００９４】
　タイミング調整部５１７は、送信先の装置（例えば保護リレー１０１および１３０）の
それぞれについて、次回の計測タイミングまでのクロック数C＿next＿samplingを、値N＿
correctionおよび値I＿correctionを用いて計算する。そして、タイミング調整部５１７
は、各送信先の装置に対するクロック数C＿next＿samplingのうち最も値が小さいクロッ
ク数C＿next＿sampling＿minを求め、下記の式（８）を用いて、次回の計測タイミングま
でのクロック数C＿samplingを決定する。
C＿sampling＝C＿next＿sampling＿min－(T＿current－T＿prev＿sampling)　　…（８）
【００９５】
　なお、式（８）において、値T＿currentは、現在の水晶発振器５１５のクロックカウン
タである。また、値T＿prev＿samplingは、タイミング調整部５１７がフレーム生成部５
１８へインデックスを出力した時点での水晶発振器５１５のクロックカウンタである。つ
まり、値(T＿current－T＿prev＿sampling)は、タイミング調整部５１７が演算に要する
時間を表す。
【００９６】
　値C＿samplingが予め決められた時間よりも短い場合、タイミング調整部５１７は次の
計測タイミングと今回の計測タイミングを統合してもよい。
【００９７】
　図９を用いてタイミング調整部５１７が計測タイミングを統合してもよい場合を説明す
る。図９（ａ）および図９（ｂ）は、例えば、それぞれ保護リレー１０１および母線保護
リレー１３０に対して送信する物理量を計測する計測タイミングを示すものとする。保護
リレー１０１および母線保護リレー１３０それぞれに搭載される水晶発振器１４０４や、
計測装置１０４に搭載される水晶発振器５１５の発振周波数は、周辺温度などの変化によ
り、誤差を含む可能性がある。また、保護リレー１０１および母線保護リレー１３０が要
求する物理量の計測間隔が異なる可能性がある。
【００９８】
　この例では、図９（ａ）に例示する保護リレー１０１に対する計測タイミングの方が、
図９（ｂ）に例示する母線保護リレー１３０に対する計測タイミングよりも間隔が長くな
っている。また、図９（ａ）および図９（ｂ）において、各計測タイミングの間隔は補正
される場合があるので、必ずしも一定になっていない。
【００９９】
　そのため、保護リレー１０１および母線保護リレー１３０へ送信する物理量の計測間隔
を、計測装置１０４の水晶発振器５１５のクロック数で表した値は、図９（ｃ）に例示す
るように、互いに異なる可能性がある。一方で、図９（ｃ）に統合箇所として例示するよ
うに、保護リレー１０１に対する測定タイミング１０と、母線保護リレー１３０に対する
測定タイミング１１との間隔が極めて短くなる場合が発生する可能性がある。このような
、測定タイミングの間隔が短い部分において、タイミング調整部５１７の演算時間が測定
タイミングの間隔よりも長い場合、近接する測定タイミングにおける後側の測定が間に合
わなくなるおそれがある。
【０１００】
　そこで、タイミング調整部５１７は、保護リレー１０１に対して求められた次回の測定
タイミング１０と、母線保護リレー１３０に対して求められた測定タイミング１１とを比
較する。そして、測定タイミング１０と測定タイミング１１との間隔が予め決められた時
間よりも短い場合、測定タイミング１０においてインデックスをフレーム生成部５１８に
出力した直後、母線保護リレー１３０のレコードのインデックスをフレーム生成部５１８
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へ出力してもよい。
【０１０１】
　また、物理量データフレーム７０７の宛先アドレスをマルチキャストアドレスに設定す
るシステムにおいて本第１の実施形態による計測装置を利用する場合、タイミング調整部
５１７は、測定タイミング１１と測定タイミング１０との間隔が予め決められた時間より
も短い場合、測定タイミング１１におけるインデックスのフレーム生成部５１８への出力
を省略することができる。この場合、物理量データフレーム７０７の宛先アドレスがマル
チキャストアドレスであれば、複数の機器が物理量データフレーム７０７を受信できる。
上述の例では、保護リレー１０１および母線保護リレー１３０が同じ物理量データフレー
ム７０７を受信できる。
【０１０２】
　以上が、ステップＳ７５７における計測装置１０４の処理である。
【０１０３】
　次に、図６に示すように、計測装置１０５が物理量データフレーム７０７を保護リレー
１０１に対して転送する（ステップＳ７５８）。例えば、図３を参照し、計測装置１０５
（計測装置５００）が通信インタフェース５０２で物理量データフレーム７０７を受信し
たと想定した場合、通信インタフェース５０２は、ネットワーク処理部５０３に対して物
理量データフレーム７０７を出力する。ネットワーク処理部５０３は、通信インタフェー
ス５０１に対して物理量データフレーム７０７を出力する。通信インタフェース５０１は
物理量データフレーム７０７をネットワークに対して送信する。
【０１０４】
　保護リレー１０１は、計測装置１０５から送信された物理量データフレーム７０７を受
信する（ステップＳ７５９）。図２を用いて説明したように、計測装置１０４および計測
装置１０５は、略同じタイミングで、保護リレー１０１に対して物理量データフレームを
送信する。図６の例では、計測装置１０４で計測された物理量の値が記述された物理量デ
ータフレーム７０７が送信されるタイミングと略同一のタイミングで、計測装置１０５か
ら、当該計測装置１０５で計測された物理量の値が記述された物理量データフレーム７０
８が送信される。以上が、第３のシーケンスの処理である。
【０１０５】
　保護リレー１０１は、物理量データフレーム７０７および７０８を受信すると、受信し
た物理量データフレーム７０７および７０８に記述された物理量を比較することで、異常
の有無を検査する。異常を検知した場合、保護リレー１０１は、遮断器コントローラ１１
９に対して遮断指令を送信する。遮断器コントローラ１１９は、この遮断指令を受信する
と、遮断器１１０に対して遮断信号を送出する。遮断器１１０は、この遮断信号を受信す
ると、送電線１１６の電流を遮断する。
【０１０６】
　以上のように、本第１の実施形態によれば、同じ保護リレーに物理量データフレームを
送信する複数の計測装置は、同じ保護リレーの時刻を基にして物理量の計測タイミングを
決定するため、同じタイミングで物理量を計測することができる。
【０１０７】
　また、本第１の実施形態の計測装置によれば、タイミング調整部５１７が例えば保護リ
レー１０１および母線保護リレー１３０といった複数の装置宛に送信する物理量の計測タ
イミングを決定できるため、変電所に時刻サーバを設置しなくてもよい。また、例えば保
護リレー１０１が故障した場合、また、保護リレー１０１の時刻に異常が生じた場合であ
っても、計測装置１０４および計測装置１０５は、母線保護リレー１３０へ送信する物理
量を測定するタイミングを正しく決定できる。したがって、本第１の実施形態に係る計測
装置は、変電所の信頼性を向上できる。
【０１０８】
　さらに、本第１の実施形態に係る計測装置は、物理量データフレームの送信先であるそ
れぞれの保護リレー毎にＰＬＬ(Phase　Locked　Loop)を備える必要がない。記憶部５１
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４の記憶領域に余裕がある限り、物理量データフレームの送信先の保護リレー数を柔軟に
変更できる。本第１の実施形態の構成に対して、特許文献１が開示する、物理量の送信先
の保護リレー毎に１のＰＬＬを備えることで計測タイミングを決定する構成は、送信先の
保護リレーの数がＰＬＬの数に制限されてしまい、柔軟性に欠ける。
【０１０９】
　典型的な変電所では、計測タイミングを調節する頻度は物理量を送信する頻度よりも低
い。そこで、本第１の実施形態に係る保護リレーは、時刻に関するデータの送受信量を低
減できる。なお、本第１の実施形態に係る計測装置は、複数の物理量を計測可能とするよ
う、物理量が入力されるＡ／Ｄ変換部を複数備えることができる。
【０１１０】
　さらに、本第１の実施形態に係る計測装置は、物理量の入力信号がディジタル信号であ
っても物理量を計測可能とするよう、Ａ／Ｄ変換部５１９の代わりにディジタル化された
物理量の値を保持するための他の記憶部を備えていてもよい。この他の記憶部は、ディジ
タル化された物理量の値が入力される度に、保持している過去の値を、新たな値で上書き
してよい。また、この他の記憶部に保持された物理量の値は、フレーム生成部５１８に取
得される。
【０１１１】
　また、本第１の実施形態に係る計測装置の時刻計算部５１３は、通信インタフェース５
０１と通信インタフェース５０２との間で転送されるSyncメッセージを処理してもよい。
この場合、Syncメッセージは、ネットワーク処理部５０３およびＤＥＭＵＸ５０６を経由
して時刻計算部５１３に転送される。時刻計算部５１３は、推定される転送処理時間を計
算し、その値をSyncメッセージに対して記述する。そして、時刻計算部５１３は、Syncメ
ッセージを、図示されない送信キューからＭＵＸ５０５を介してネットワーク処理部５０
３に転送する。
【０１１２】
　ネットワーク処理部５０３は、このようにして転送されたSyncメッセージを、Syncメッ
セージを受信した通信インタフェースとは別の通信インタフェースから出力する。時刻計
算部５１３にSyncメッセージの処理を全て集約することで、回路規模を低減できる。計測
装置１０５は、計測装置１０４との間の通信遅延を計測してもよい。これにより、リング
上のネットワークの何方の方向にSyncメッセージを転送する場合でも、Syncメッセージを
受信した通信インタフェースに繋がった隣接する装置との間の通信遅延を、Syncメッセー
ジのCorrectionフィールドに記述できる。
【０１１３】
（第１の実施形態の第１の変形例）
　次に、本第１の実施形態の第１の変形例について説明する。本第１の実施形態による送
電線保護システムは、図１０に例示されるように、ダブルスター型のネットワークを用い
ても構成可能である。なお、図１０において、上述した図１と共通する部分には同一の符
号を付して、詳細な説明を省略する。
【０１１４】
　図１０の構成によれば、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、遮断器
コントローラ１１９～１２１、ならびに、母線保護リレー１３０は、それぞれ２の通信ポ
ートを備え（例えば通信インタフェース５０１および５０２、ならびに、通信インタフェ
ース１４０１および１４０２）、図の上側に示されるスター型ネットワークと、図の下側
に示されるスター型ネットワークとによる、２の冗長化されたスター型のネットワークに
それぞれ接続される。図の上側のスター型ネットワークにおいては、保護リレー１０１～
１０３、ならびに、母線保護リレー１３０がスイッチ（ＳＷ）１２２に接続される。同様
に、計測装置１０４～１０９、ならびに、遮断機コントローラ１１９～１２１がスイッチ
１２３に接続される。図の下側のスター型ネットワークにおけるスイッチ１２４および１
２５についても、同様である。
【０１１５】
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　この図１０に例示される構成では、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０
９、遮断器コントローラ１１９～１２１、ならびに、母線保護リレー１３０は、受信した
フレームの宛先アドレスがマルチキャストアドレスである場合に、または自分のアドレス
でない場合に、そのフレームを他の装置に転送しない。計測装置１０４～１０９は、送電
線に接続された変流器（図示しない）および電圧計測用変圧器（図示しない）などから物
理量を取得してその値をディジタル化し、保護リレー１０１～１０３、ならびに、母線保
護リレー１３０の何れかに送信する。
【０１１６】
　その他の動作に関しては、図１を用いて説明した第１の実施形態と同様であるので、詳
細な説明を省略する。
【０１１７】
（第１の実施形態の第２の変形例）
　次に、本第１の実施形態の第２の変形例について説明する。本第１の実施形態による送
電線保護システムは、図１１に例示されるように、上述した図１０の構成から冗長性を省
いた、シングルスター型のネットワークを用いても構成可能である。なお、図１１におい
て、上述した図１および図１０と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省
略する。
【０１１８】
　図１１の構成によれば、保護リレー１０１’～１０３’、計測装置１０４’～１０９’
、遮断器コントローラ１１９’～１２１’、ならびに、母線保護リレー１３０’は、それ
ぞれ１の通信ポートを備えていればよい。メッセージやデータフレームの転送方法は、上
述した第１の変形例と同様なので、詳細な説明を省略する。
【０１１９】
（第１の実施形態の第３の変形例）
　次に、本第１の実施形態の第３の変形例について説明する。図１２に例示される計測装
置６００は、図３を用いて説明した第１の実施形態による計測装置５００から通信インタ
フェース５０２を省き、通信インタフェースを１個のみにした例である。なお、図１２に
おいて、上述の図３と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。
【０１２０】
　計測装置６００は、通信インタフェース５０１が受信したフレームをＤＥＭＵＸ５０６
に対して出力すると共に、ＭＵＸ５０５に入力されたフレームを通信インタフェース５０
１に出力する点が、図３に例示した計測装置５００と異なる。また、計測装置６００は、
受信したフレームの宛先アドレスがマルチキャストアドレスである場合に、そのフレーム
を転送しない。
【０１２１】
　この第３の変形例による計測装置６００は、図１１を用いて説明した、第２の変形例に
よるシングルスター型のネットワークで構成された送電線保護システムにおける計測装置
１０４’～１０９’として用いることができる。
【０１２２】
（第１の実施形態の第４の変形例）
　次に、本第１の実施形態の第４の変形例について説明する。図１３－１に例示される計
測装置７００は、図３を用いて説明した第１の実施形態による計測装置５００における一
部の構成を、ＣＰＵ５１２上で動作するソフトウェアで実現した例である。なお、図１３
－１および図１３－２において、上述の図３と機能が共通する部分には同一の符号を付し
、詳細な説明を省略する。
【０１２３】
　この例では、計測装置７００は、図１３－１に示されるように、ハードウェアとしては
通信インタフェース５０１および５０２、ネットワーク処理部５０３、ＣＰＵ５１２、記
憶部５１４、水晶発振器５１５、ＤＭＡコントローラ５１６、Ａ／Ｄ変換部５１９、なら
びに、バス５３０を備える。ＣＰＵ５１２、記憶部５１４、ＤＭＡコントローラ５１６お
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よびＡ／Ｄ変換部５１９は、バス５３０により互いに通信可能に接続される。
【０１２４】
　そして、計測装置７００は、図１３－２に示されるように、ＭＵＸ５０５’、ＤＥＭＵ
Ｘ５０６’、時刻計算部５１３’、タイミング調整部５１７’およびフレーム生成部５１
８’が、ＣＰＵ５１２上で実行される図示されないＯＳ(Operating　System)上で動作す
るソフトウェアとしてそれぞれ構成される。これらＭＵＸ５０５’、ＤＥＭＵＸ５０６’
、時刻計算部５１３’、タイミング調整部５１７’およびフレーム生成部５１８’は、そ
れぞれ、図３のハードウェアとしてのＭＵＸ５０５、ＤＥＭＵＸ５０６、時刻計算部５１
３、タイミング調整部５１７およびフレーム生成部５１８と同等の機能を実現する、ＣＰ
Ｕ５１２上で動作されるソフトウェアのモジュールとして構成される。
【０１２５】
　ＭＵＸ５０５’およびＤＥＭＵＸ５０６’は、ＤＭＡコントローラ５１６にアクセスし
、各種フレームの転送などを行う。フレーム生成部５１８’は、Ａ／Ｄ変換部５１９にア
クセスし、計測された物理量がディジタルデータとされた値を取り込む。
【０１２６】
　例えば、ＭＵＸ５０５’、ＤＥＭＵＸ５０６’、時刻計算部５１３’、タイミング調整
部５１７’およびフレーム生成部５１８’を構成するためのプログラムは、記憶部５１４
記憶される。計測装置７００の起動に伴い、ＣＰＵ５１２は、ＲＯＭからプログラムを読
み込んで実行することにより、各モジュールが図示されないＲＡＭ上に展開され、ＭＵＸ
５０５’、ＤＥＭＵＸ５０６’、時刻計算部５１３’、タイミング調整部５１７’および
フレーム生成部５１８’がＲＡＭ上に構成される。
【０１２７】
　本第４の変形例の計測装置７００で実行されるプログラムは、例えば記憶部５１４に予
め記憶されて提供される。これに限らず、当該プログラムを、ネットワークを介して計測
装置７００に対して提供してもよい。この場合、例えば、プログラムを含むフレームが通
信インタフェース５０１または５０２に受信され、ネットワーク処理部５０３およびＤＭ
Ａコントローラ５１６を介して記憶部５１４に記憶される。
【０１２８】
　これに限らず、当該プログラムを、インストール可能な形式または実行可能な形式のフ
ァイルでＣＤ(Compact　Disk)、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＤＶＤ(Digital　Versa
tile　Disk)などのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供されるよう
にもできる。この場合、バス５３０に対して記録媒体を読み取り可能なドライブ装置を接
続する。そして、プログラムが記録された記録媒体をこのドライブ装置に装着し、記録媒
体からプログラムを読み出して記憶部５１４に記憶させる。
【０１２９】
　このように、計測装置７００が有する一部の機能をＣＰＵ５１２上で動作するソフトウ
ェアとして実装することで、ハードウェアで全てが構成される計測装置５００に対し、回
路規模を削減することができる。なお、本第４の変形例による計測装置７００は、計測タ
イミングの調節と物理量の送信を別々のタイミングで行うことができる。これは、上述し
た第１の実施形態による計測装置５００および第３の変形例による計測装置６００におい
ても同様である。
【０１３０】
　さらに、本第４の変形例による計測装置７００において、上述の第３の変形例による計
測装置６００の如く、通信インタフェース５０２を省略し１の通信インタフェース５０１
のみを備える構成とすることもできる。
【０１３１】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態における計測装置は、計測装置に搭載された水晶発振器に従って定期的
に物理量を計測し、物理量の値を記述したフレーム（物理量データフレーム）を、保護リ
レーおよび母線保護リレーに対して送信する。本第２の実施形態では、第１の実施形態に
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おける計測装置とは異なり、保護リレーの時刻に従った計測タイミングを調整しない。し
たがって、複数の計測装置から同じ保護リレーに送信される物理量は、同じタイミングで
計測されない可能性がある。
【０１３２】
　そこで、本第２の実施形態では、計測装置が、保護リレーおよび母線保護リレーに対し
、計測装置の時刻を記述したフレーム（以下では、SyncメッセージＢと呼ぶ）を定期的に
送信する。また、計測装置は、物理量データフレームに物理量の計測時刻を記述する。そ
して第２の実施形態に係る保護リレーおよび母線保護リレーは、それぞれの計測装置から
受信したSyncメッセージＢに記述された時刻を用いて、物理量データフレームの送信元で
ある全ての計測装置の時刻を把握する。また、保護リレーおよび母線保護リレーは、物理
量データフレームに記述された物理量の計測時刻を自身の時刻に変換する。
【０１３３】
　以上により、本第２の実施形態による保護リレーおよび母線保護リレーは、複数の計測
装置が物理量を計測した時刻の関係を把握する。例えば、１の保護リレーに物理量データ
フレームを送信する２の計測装置Ａおよび計測装置Ｂを考える。この場合、図１４に示す
ように、計測装置Ａにおける計測タイミングｔ1、ｔ2、…と、計測装置Ｂにおける計測タ
イミングｔ’1、ｔ’2、…とが互いに異なることが考えられる。
【０１３４】
　計測装置Ａおよび計測装置Ｂそれぞれから、計測装置Ａと計測装置Ｂとで異なるタイミ
ングで計測された物理量の値が記述された物理量データフレームが保護リレーに受信され
る。保護リレーは、計測装置Ａにおける計測タイミングｔ1、ｔ2、…と、計測装置Ｂにお
ける計測タイミングｔ’1、ｔ’2、…とを、それぞれ保護リレーの時刻に換算することで
、計測装置Ａおよび計測装置Ｂそれぞれの計測タイミングの関係を把握することができる
。そこで、保護リレーは、計測装置Ａおよび計測装置Ｂそれぞれの物理量の値による時系
列データを比較することで、過電流等の異常の有無を検証できる。
【０１３５】
　以下、第２の実施形態における送電線保護システムについて、より詳細に説明する。な
お、本第２の実施形態に対し、上述した第１の実施形態における図１、図１０および図１
１を用いて説明したシステム構成をそのまま適用できるので、システム構成の説明を省略
する。以下では、図１で示したリング型ネットワークを本第２の実施形態に適用したもの
として説明を行う。すなわち、第２の実施形態による送電線保護システムは、保護リレー
１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、遮断器１１０～１１２、開閉器１１３～１１
５、送電線１１６～１１８、母線保護リレー１３０、ならびに、遮断器コントローラ１１
９～１２１を含む。また、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、母線保
護リレー１３０、ならびに、遮断器コントローラ１１９～１２１は、リング型ネットワー
クを構成する。
【０１３６】
　本第２の実施形態における計測装置１０４～１０９は、例えば図２に示す関係に従い、
保護リレー１０１～１０３、ならびに、母線保護リレー１３０に対して、物理量データフ
レームをネットワークを介して送信する。また、上述した第１の実施形態とは異なり、本
第２の実施形態における計測装置１０４～１０９は、例えば図２に示す関係に従い、保護
リレー１０１～１０３、ならびに、母線保護リレー１３０に対して、時刻を記したSyncメ
ッセージＢをネットワークを介して送信する。また、本第２の実施形態においては、上述
した第１の実施形態とは異なり、保護リレー１０１～１０３および母線保護リレー１３０
は、時刻を記述したSyncメッセージを計測装置１０４～１０９に対して送信しなくてもよ
い。
【０１３７】
　計測装置１０４～１０９が物理量データフレームを送信する間隔は、それぞれの計測装
置に搭載された水晶発振器に従った一定時間間隔であってもよいし、可変でもよい。ただ
し、送信先の保護リレーが物理量の変化を十分に把握できるよう、計測装置１０４～１０
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９は、十分な頻度で物理量を計測し、物理量データフレームを保護リレーへ送信する。ま
た、計測装置１０４～１０９がSyncメッセージＢを送信する間隔は、それぞれの計測装置
に搭載された水晶発振器に従った一定時間間隔であってもよいし、可変でもよい。
【０１３８】
　また、典型的な変電所に本第２の実施形態を適用する場合、計測装置は、自身の時刻を
マルチキャストで定期的に送信する。これに限らず、計測装置１０４～１０９は、ユニキ
ャストを用いて自身の時刻を、図２に示す関係に従った保護リレーまたは母線保護リレー
に対して定期的に送信してもよい。
【０１３９】
　なお、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレ
ー１３０の対応関係は、図２に示す関係に限られるものではなく、他の組み合わせであっ
てもよい。特に、各計測装置１０４～１０９が物理量データフレームを送信する送信先の
保護リレー数は、異なっていてもよい。この場合であっても、本第２の実施形態において
は、各計測装置１０４～１０９は、少なくとも、物理量データフレームの送信先である保
護リレー１０１～１０３、または、母線保護リレー１３０に対してSyncメッセージＢを送
信する。
【０１４０】
　本第２の実施形態においては、保護リレー１０１～１０３、ならびに、母線保護リレー
１３０が計測装置１０４～１０９の時刻を取得する方法は、特に限定されない。例えば、
保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレー１３０
は、ＩＥＥＥ１５８８またはＮＴＰに準拠した機能を備えてもよい。第２の実施形態では
、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護リレー１３
０がＩＥＥＥ１５８８の１ｓｔｅｐ方式およびＰｅｅｒ　ｄｅｌａｙ　ｍｅｃｈａｎｉｓ
ｍと呼ばれる方式に準拠する場合の例を説明する。
【０１４１】
　すなわち、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１０９、ならびに、母線保護
リレー１３０がSyncメッセージＢを送信または転送するとき、転送処理にかかる推定時間
をSyncメッセージＢに記述する。また、保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～１
０９、ならびに、母線保護リレー１３０は、隣接する機器へPdelay＿Reqメッセージを送
信する機能、および隣接機器からPdelay＿Reqメッセージを受信し、Pdelay＿Responseメ
ッセージを返送する機能、およびPdelay＿Responseメッセージを受信し、隣接機器との間
のケーブル中の伝送遅延時間を計算する機能を備える。
【０１４２】
　Pdelay＿Reqメッセージは、Pdelay＿Reqメッセージ送信時の時刻を示す情報が記述され
る。また、Pdelay＿Responseメッセージには、Pdelay＿Reqメッセージ受信時の時刻およ
びPdelay＿Responseメッセージ送信時の時刻を示す情報が記述される。
【０１４３】
　なお、第２の実施形態において、図１の保護リレー１０１～１０３、計測装置１０４～
１０９、ならびに、母線保護リレー１３０以外の動作は、上述した第１の実施形態におけ
る動作と同様であるので、ここでの詳細な説明を省略する。
【０１４４】
　図１５において、保護リレー１４００は、例えば図１に示した保護リレー１０１～１０
３、ならびに、母線保護リレー１３０に該当する。本第２の実施形態に係る保護リレー１
４００は、通信インタフェース１４０１および１４０２、ネットワーク処理部１４０３、
ＭＵＸ１４０６、ＤＥＭＵＸ１４０５、ＣＰＵ１４０７、時刻計算部１４０９、記憶部１
４１２、ＤＭＡコントローラ１４０８、水晶発振器１４０４、タイムスタンプ補正部１４
１０、ならびに、リレー演算部１４１１を備える。
【０１４５】
　ＣＰＵ１４０７は、例えば汎用のプロセッサであり、記憶部１４１２に記憶されたプロ
グラムに従い、同じく図示されないＲＡＭをワークメモリとして、この保護リレー１４０
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０の全体の動作を制御する。バス１４３０は、ＣＰＵ１４０７、時刻計算部１４０９、記
憶部１４１２、ＤＭＡコントローラ１４０８、タイムスタンプ補正部１４１０およびリレ
ー演算部１４１１を接続することで、互いに通信可能にする。
【０１４６】
　図１５に示される通信インタフェース１４０１および１４０２、ネットワーク処理部１
４０３、水晶発振器１４０４、ＣＰＵ１４０７、ならびに、ＤＭＡコントローラ１４０８
の動作は、例えば図３に示した計測装置５００における通信インタフェース５０１および
５０２、ネットワーク処理部５０３、水晶発振器５１５、ＣＰＵ５１２、ならびに、ＤＭ
Ａコントローラ５１６と同等であるので、ここでの詳細な説明を省略する。
【０１４７】
　ＤＥＭＵＸ１４０５は、ネットワーク処理部１４０３から出力されたSyncメッセージＢ
を、時刻計算部１４０９に転送する。また、ＤＥＭＵＸ１４０５は、ネットワーク処理部
１４０３から出力された物理量データフレームを、タイムスタンプ補正部１４１０に転送
する。さらに、ＤＥＭＵＸ１４０５は、ネットワーク処理部１４０３から出力された他の
メッセージを、ＤＭＡコントローラ１４０８に転送する。これに限らず、ＤＥＭＵＸ１４
０５は、SyncメッセージＢおよび物理量データフレームのうち少なくとも一方を、さらに
ＤＭＡコントローラ１４１６に対して出力してもよい。
【０１４８】
　ＭＵＸ１４０６は、ＤＭＡコントローラ１４０８、時刻計算部１４０９およびリレー演
算部１４１１の何れかからフレームを取得し、ネットワーク処理部５０３に対して転送す
る。時刻計算部１４０９は、入力されたSyncメッセージＢに記述されたSyncメッセージＢ
の送信時刻を利用して、SyncメッセージＢの送信元である計測装置のクロックの時刻を計
算する。また、時刻計算部１４０９は、記憶部１４１２に対し、計測装置の時刻を保護リ
レー１４００の時刻に変換するためのパラメータ（以下、変換パラメータＢと呼ぶ）を保
存する。
【０１４９】
　タイムスタンプ補正部１４１０は、計測装置から受信した物理量データフレームに記述
された計測時刻を、保護リレー１４００の時刻に変換する。
【０１５０】
　リレー演算部１４１１は、記憶部１４１２に保存した物理量の時系列データと、計測装
置から受信した最新の物理量データフレームに記述された物理量と、当該物理量の計測時
刻を保護リレー１４００の時刻に変換した値とを用いて、送電線における異常を検証する
。記憶部１４１２は、送信先の計測装置それぞれに対する計測装置のアドレス、変換パラ
メータＢおよび物理量の時系列データを保持する。
【０１５１】
　図１６および図１７は、記憶部１４１２が保持するデータの例を示す。図１６は、計測
装置の時刻を保護リレー１４００の時刻に変換するために必要なデータの例を示す。この
データは、送信元の計測装置毎のレコードからなるテーブルとして記憶部１４１２に保存
される。各レコードは、インデックスで識別される。計測装置のアドレスは、当該保護リ
レー１４００が計測装置にアクセスする際に用いるアドレスであって、例えばイーサネッ
ト（登録商標）のＭＡＣアドレスや、ＩＰアドレスを用いることができる。
【０１５２】
　変換パラメータＢは、例えばクロックレート、SyncメッセージＢ受信時の計測装置の時
刻およびSyncメッセージＢ受信時のリレー１４００の時刻を含む。クロックレートは、保
護リレー１４００における時刻の進行速度と、計測装置における時刻の進行速度との違い
を表す。換言すれば、保護リレー１４００における水晶発振器１４０４から出力されるク
ロックカウンタにより規定される例えば１秒と、計測装置において時刻を計測するクロッ
クにより規定される１秒との違いを知ることができる。
【０１５３】
　例えば、クロックレートC＿rateは、SyncメッセージＢの送信元の計測装置における１
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秒の長さSecond＿mに対する保護リレー１４００における１秒の長さSecond＿rの割合を求
め、スケールを調整した値であり、下記の式（９）により計算される。
C＿rate＝Second＿r／Second＿m×scale　　…（９）
【０１５４】
　なお、値scaleは、予め決められた値であり、整数演算で計算が容易なようにクロック
レートC＿rateのスケールを調整するために用いられる。
【０１５５】
　図１７は、物理量の時系列データの例を示す。保護リレー１４００の時刻に換算した計
測時刻と、当該計測時刻に計測された物理量の値とが対応付けられて、計測時刻保持され
る。この時系列データが、当該保護リレー１４００に対する物理量データフレームの転送
元の計測装置Ａ、Ｂなどそれぞれについて、保持される。
【０１５６】
　図１８は、本第２の実施形態に適用可能な計測装置８００の一例の構成を示す。なお、
図１８において、上述した図３の計測装置５００と共通する部分には同一の符号を付し、
詳細な説明を省略する。また、以下では、図１８について、上述の図３の構成と異なる部
分についてのみ、説明する。この図１８に示される計測装置８００は、上述した図１の計
測装置１０４～１０９に対応する。
【０１５７】
　図１８に示される計測装置８００は、図３に示した計測装置５００と比較して、時刻計
算部５１３およびタイミング調整部５１７が削除されている代わりに、時刻提供部２３１
３が備えられている。時刻提供部２３１３は、水晶発振器５１５から出力されるクロック
カウンタに基づき、定期的にSyncメッセージＢを生成する。生成されたSyncメッセージＢ
は、ＭＵＸ５０５を介してネットワーク処理部５０３に転送され、通信インタフェース５
０１により送信される。
【０１５８】
　また、時刻提供部２３１３は、Pdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Responseメッセ
ージを生成する。生成されたPdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Responseメッセージ
は、ＭＵＸ５０５を介してネットワーク処理部５０３に転送され、通信インタフェース５
０１または５０２により送信される。さらに、時刻提供部２３１３は、通信インタフェー
ス５０１または５０２により受信され且つネットワーク処理部５０３およびＤＥＭＵＸ５
０６を介して転送されたPdeley＿ReqメッセージおよびPdeley＿Responseメッセージを、
処理する。
【０１５９】
　次に、本第２の実施形態に係る保護リレーの処理を説明する。図１９は、計測装置１０
７が保護リレー１０２に対して物理量データフレームを送信する際の一例の処理を示すシ
ーケンス図である。上述の図１を参照し、計測装置１０７から出力された物理量データフ
レームは、計測装置１０４および１０５を介して保護リレー１０１に転送され、さらに、
保護リレー１０１から保護リレー１０２に対して転送される。なお、途中の計測装置１０
４および１０５における処理は、上述した計測装置１０５における処理と同等なので、こ
こでの説明を省略する。
【０１６０】
　図１９に示すシーケンスは、第１、第２および第３の、３のシーケンスに分類される。
第１のシーケンスは、計測装置１０７が送信したSyncメッセージＢを保護リレー１０２が
受信し、保護リレー１０２が計測装置１０７の時刻を把握する。第２のシーケンスは、保
護リレー１０２が隣接する機器との間のネットワーク上における通信遅延を定期的に測定
する。第３のシーケンスは、計測装置１０７が保護リレー１０２に対して物理量データフ
レームを送信する。
【０１６１】
　なお、これら第１～第３のシーケンスは、それぞれ独立したタイミングで実行されても
よく、第１～第３のシーケンスがどのような順番で行われてもよい。また、本第２の実施
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形態では、第２のシーケンスを必ずしも実行する必要はない。第２のシーケンスは、Sync
メッセージＢの転送遅延時間を高精度に計測するために実行されるもので、第２のシーケ
ンスを実行することで、保護リレーが計測装置の時刻を高精度に把握することができる。
高精度が必要ない場合は、第２のシーケンスの実行を省略可能である。
【０１６２】
　先ず、第１のシーケンスについて説明する。計測装置１０７は、SyncメッセージＢ２０
０１を送信する（ステップＳ２０５１）。SyncメッセージＢ２００１の宛先アドレスは、
保護リレー１０２のアドレス若しくはマルチキャストアドレスである。このSyncメッセー
ジＢ２００１は、遮断器コントローラ１１９、計測装置１０４および計測装置１０５それ
ぞれにより順次転送され（図示しない）、保護リレー１０１に受信される。
【０１６３】
　遮断器コントローラ１１９、計測装置１０４および計測装置１０５は、Syncメッセージ
Ｂ２００１を転送する際に、SyncメッセージＢ２００１に含まれるCorrectionフィールド
の値を、下記の式（１０）で計算される値D＿new＿correctionで置き換えてもよい。
D＿new＿correction＝D＿trans＋D＿old＿correction＋D＿pdelay　　…（１０）
【０１６４】
　なお、式（１０）において、値D＿transは、SyncメッセージＢ２００１の転送処理時間
を示す。値D＿old＿correctionは、元のSyncメッセージＢ２００１のCorrectionフィール
ドに記述されていた値を示す。値D＿pdelayは、SyncメッセージＢ２００１を受信した通
信インタフェースと、ケーブルで接続された隣接装置との間の通信遅延を示す。
【０１６５】
　保護リレー１０１は、ステップＳ２０５２で、SyncメッセージＢ２００１を保護リレー
１０２に転送する。ステップＳ２０５２における保護リレー１０１における転送処理は、
図６のステップＳ７５２で説明した、第１の実施形態の計測装置１０５における処理と同
様にして行われる。ステップＳ２０５２において、保護リレー１０１は、値D＿new＿corr
ectionの値を計算し、Correctionフィールドに記述してもよい。
【０１６６】
　保護リレー１０２は、保護リレー１０１から転送されたSyncメッセージＢ２００１を受
信する（ステップＳ２０５３）。そして、保護リレー１０１は、受信したSyncメッセージ
Ｂ２００１から、計測装置１０７の時刻およびクロックレートを把握する。
【０１６７】
　ステップＳ２０５３における保護リレー１０２の動作を、図１５を参照しながら説明す
る。保護リレー１０２（保護リレー１４００）において、通信インタフェース１４０１が
SyncメッセージＢ２００１を受信したと想定する。通信インタフェース１４０１は、Sync
メッセージＢ２００１をネットワーク処理部１４０３に対して出力する。ネットワーク処
理部１４０３は、水晶発振器１４０４から出力されたクロックカウンタを、タイムスタン
プとして取得する。
【０１６８】
　SyncメッセージＢ２００１の宛先アドレスはリレー１４００のアドレスか、またはマル
チキャストアドレスであるため、ネットワーク処理部１４０３は、SyncメッセージＢ２０
０１をＤＥＭＵＸ１４０５に対して出力する。SyncメッセージＢ２００１の宛先アドレス
がマルチキャストアドレスの場合、ネットワーク処理部１４０３は、さらに通信インタフ
ェース１４０２に対してSyncメッセージＢ２００１を出力する。その後の処理は、図６の
ステップ７５２における処理と同様であるので、ここでの説明を省略する。
【０１６９】
　次に、ＤＥＭＵＸ１４０５は、SyncメッセージＢ２００１の出力先を決定する。ＤＥＭ
ＵＸ１４０５は、入力されたフレームがSyncメッセージＢ、Pdelay＿Reqメッセ０時また
はPdelay＿Responseメッセージである場合に、当該フレームを時刻計算部１４０９に対し
て出力し、ＤＥＭＵＸ１４０５は、入力されたフレームが物理量データフレームであれば
、当該フレームをタイムスタンプ補正部１４１０へ出力し、それら以外のフレームを全て
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ＤＭＡコントローラ１４０８に対して出力する。ここでは、SyncメッセージＢ２００１の
フレームが入力されたため、ＤＥＭＵＸ１４０５は、入力されたSyncメッセージＢ２００
１を、時刻計算部１４０９に対して出力する。
【０１７０】
　時刻計算部１４０９は、ネットワーク処理部１４０３から、SyncメッセージＢ２００１
受信時の時刻を示すクロックカウンタを取得する。そして、時刻計算部１４０９は、Sync
メッセージＢ２００１に記載されたSyncメッセージＢ２００１の送信時刻T＿sync＿send
とすると、SyncメッセージＢ２００１受信時のクロックカウンタC＿sync＿recvと、Sync
メッセージＢ２００１の通信遅延D＿syncと、記憶部１４１２に保存していた、前回Sync
メッセージＢを受信した際の計測装置の時刻と、保護リレー１０２の時刻とを用いて、ク
ロックレートを計算する。
【０１７１】
　なお、通信遅延D＿syncは、予め決められた値を用いてもよい。また、通信遅延D＿sync
は、SyncメッセージＢ２００１のCorrectionフィールドに記された値を用いてもよい。さ
らに、通信遅延D＿syncは、SyncメッセージＢ２００１のCorrectionフィールドに記され
た値に、後述する第２のシーケンスで計測した、保護リレー１０２と保護リレー１０１と
の間の通信遅延を加えた値を用いてもよい。
【０１７２】
　時刻計算部１４０９は、クロックレートを例えばＰＩ制御、回帰解析、線形計画法など
の方法で計算することができる。なお、時刻計算部１４０９は、前回のSyncメッセージＢ
を受信した以前に受信した、１以上のSyncメッセージＢを受信した際の計測装置および保
護リレー１４００の時刻を記憶部１４１２に保存しておくことができる。時刻計算部１４
０９は、前回のSyncメッセージＢを受信した際の計測装置および保護リレー１４００の時
刻を用いると共に、記憶部１４１２に保存されたこれら１以上の計測装置および保護リレ
ー１４００の時刻を用いて、クロックレートを計算してもよい。これにより、回帰解析、
線形計画法などの方法を用いる場合に、クロックレートを精度良く推測できる。
【０１７３】
　時刻計算部１４０９は、算出されたクロックレートを、記憶部１４１２に保存する（図
１６参照）。また、時刻計算部１４０９は、下記の式（１１）により、SyncメッセージＢ
２００１の受信時における計測装置１０７の時刻T＿sync＿est＿recvを計算し、記憶部１
４１２に保存する（図１６参照）。
T＿sync＿est＿recv＝T＿sync＿send＋D＿sync　　…（１１）
【０１７４】
　さらに、時刻計算部１４０９は、下記の式（１２）により、SyncメッセージＢ２００１
の受信時における保護リレー１４００の時刻T＿sync＿recv＿rを計算し、記憶部１４１２
に保存する（図１６参照）。
T＿sync＿recv＿r＝T＿origin＋C＿sync＿recv×ｆ　　…（１２）
【０１７５】
　なお、値T＿originは前回SyncメッセージＢを計測装置１０７から受信したときに計算
した値T＿sync＿recv＿rである。但し、SynｃメッセージＢ２００１が保護リレー１０７
から初めて受信したSyncメッセージＢである場合、T＿originは例えばクロックカウンタ
が「０」のときの保護リレーの時刻である。以上が、ステップＳ２０５３における保護リ
レー１０２の処理である。
【０１７６】
　次に、第２のシーケンスについて説明する。第２のシーケンスでは、隣接機器間の遅延
を測定する。保護リレー１０２は、定期的にPdelay＿Reqメッセージを隣接する保護リレ
ー１０１に送信し、保護リレー１０１からPdelay＿Responseメッセージを受信する。
【０１７７】
　図１９において、ステップＳ２０５４で保護リレー１０２から保護リレー１０１に対し
てPdelay＿Reqメッセージ２００２が送信され、このPdelay＿Reqメッセージ２００２に応
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じて、ステップＳ２０５５で、保護リレー１０１からPdelay＿Reqメッセージ２００３が
返され、ステップＳ２０５６で保護リレー１０２に受信される。このステップＳ２０５４
～ステップＳ２０５６の処理は、それぞれ図６に示す第１の実施形態におけるステップＳ
７５４～ステップＳ７５６における処理と同様であるので、ここでの詳細な説明を省略す
る。なお、隣接機器間の遅延測定は、任意の隣接機器間で計測してもよい。
【０１７８】
　次に、第３のシーケンスについて説明する。第３のシーケンスでは、保護リレー１０２
が計測装置１０７から物理量データフレームを受信する。先ず、計測装置１０７は、物理
量データフレーム２００７を送信する（ステップＳ２０５７）。この物理量データフレー
ムは、遮断器コントローラ１１９、計測装置１０４、および計測装置１０５により順次転
送されて、保護リレー１０１に受信される。保護リレー１０１は、受信した物理量データ
フレームを、保護リレー１０２に対して転送する（ステップＳ２０５８）。このステップ
Ｓ２０５８での保護リレー１０１における処理は、上述の第１の実施形態による、図６の
ステップＳ７５８での計測装置１０５における処理と同様なので、ここでの詳細な説明を
省略する。
【０１７９】
　ステップＳ２０５９で、保護リレー１０２は、物理量データフレーム２００７を受信し
、送電線１１７における異常の有無を検証する。このステップＳ２０５９における保護リ
レー１０２の動作を、図１５および図２０を用いて説明する。
【０１８０】
　先ず、図２０に示すように保護リレー１０２（保護リレー１４００）は物理量データフ
レーム２００７を受信する（ステップＳ２１０１）。ここでは、通信インタフェース１４
０１が物理量データフレーム２００７を受信したと想定する。通信インタフェース１４０
１は、受信した物理量データフレーム２００７を、ネットワーク処理部１４０３に対して
出力する、物理量データフレーム２００７の宛先アドレスは、保護リレー１０２のアドレ
ス若しくはマルチキャストアドレスである。そのため、ネットワーク処理部１４０３は、
物理量データフレーム２００７を、ＤＥＭＵＸ１４０５に対して出力する。
【０１８１】
　なお、物理量データフレーム２００７の宛先アドレスがマルチキャストアドレスの場合
、ネットワーク処理部１４０３は、物理量データフレーム２００７を通信インタフェース
１４０２に対して出力する。そして通信インタフェース１４０２は物理量データフレーム
２００７をネットワークへ送信する。ら出力された物理量データフレーム２００７をネッ
トワークに対して送信する。
【０１８２】
　次に、ＤＥＭＵＸ１４０５は物理量データフレーム２００７をタイムスタンプ補正部１
４１０に対して出力する（ステップＳ２１０２）。タイムスタンプ補正部１４１０は、物
理量データフレーム２００７に記述された時刻を、リレー１４００の時刻に変換する。
【０１８３】
　ステップＳ２１０２における時刻の変換処理方法を以下で詳しく説明する。先ず、タイ
ムスタンプ補正部１４１０は、物理量データフレーム２００７の送信元アドレスに一致す
るレコードを、図１７に示すテーブルから検索する。タイムスタンプ補正部１４１０は、
テーブルから検索されたレコードから、クロックレートC＿rateと、前回Syncメッセージ
２００７を受信したときの計測装置１０７の時刻で換算した時刻T＿sync＿est＿recvと、
保護リレー１４００の時刻T＿sync＿recv＿rとを取得する。
【０１８４】
　次に、タイムスタンプ補正部１４１０は、スケール値scaleと、クロックレートC＿rate
と、時刻T＿sync＿est＿recvと、時刻T＿sync＿recv＿rとを用いて、下記の式（１３）お
よび式（１４）により、物理量データフレーム２００７に記載された計測時刻T＿measure
d＿mを保護リレー１４００の時刻T＿measured＿rに変換し、記憶部１４１２に保存する。
D＿from＿sync＝(T＿measured＿m－T＿sync＿est＿recv)×C＿rate／scale　　…（１３
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）
T＿measured＿r＝T＿sync＿recv＿r＋D＿from＿sync　　…（１４）
【０１８５】
　なお、値D＿from＿syncは、以前のSyncメッセージＢ２００１の受信時から物理量デー
タフレーム２００７送信時までの時間を、保護リレー１４００の時刻に換算した時間であ
る。
【０１８６】
　次に、リレー演算部１４１１は、記憶部１４１２に保存された時系列データを用いて送
電線１１７における異常の有無を検証する（ステップＳ２１０３）。記憶部１４１２に保
存された時系列データの計測時刻は、全て保護リレー１４００の時刻で換算した時刻であ
る。そのため、リレー演算部１４１１は、複数の計測装置から得た時系列データ同士を比
較可能である。異常検知に用いるアルゴリズムは、特に限定されない。例えば、リレー演
算部１４１１は計測装置１０６から得た時系列データと計測装置１０７から得た時系列デ
ータとの間に大きな差があるとき、送電線１１７に異常があると判断することができる。
【０１８７】
　次に、ステップＳ２１０４においてリレー演算部１４１１の処理はステップＳ２１０３
の検証結果に基づき分岐する。若し、ステップＳ２１０３で、リレー演算部１４１１が送
電線１１７に異常がないと判定した場合、この図２０のフローチャートによる一連の処理
が終了され、保護リレー１４００は、第３のシーケンスにおける処理を終える。
【０１８８】
　一方、ステップＳ２１０３において、リレー演算部１４１１が送電線１１７に異常があ
ると判定した場合、保護リレー１４００は、遮断指令メッセージを遮断器コントローラ１
２０に対して送信する（ステップＳ２１０５）。より詳細には、ステップＳ２１０５にお
いて、リレー演算部１４１１は、ＣＰＵ１４０７に対して割り込みをかける。この割り込
みに応じて、ＣＰＵ１４０７は、記憶部１４１２に記憶されたプログラムに従い、遮断を
指令するためのメッセージ（以下、遮断指令メッセージと呼ぶ）を生成する。
【０１８９】
　次に、ＣＰＵ１４０７は、ＤＭＡコントローラ１４０８に、遮断指令メッセージを送信
するよう指令する。ＭＵＸ１４０６は、ＤＭＡコントローラ１４０８から遮断指令メッセ
ージを取得し、ネットワーク処理部１４０３に対して出力する。ネットワーク処理部１４
０３は、ＭＡＣ処理を行い、通信インタフェース１４０１および通信インタフェース１４
０２に対して遮断指令メッセージを出力する。通信インタフェース１４０１および通信イ
ンタフェース１４０２は、遮断指令メッセージを遮断器コントローラ１２０に対して送信
する。遮断器コントローラ１２０は、遮断指令メッセージを受信すると、遮断器１１１に
対して遮断信号を送出する。遮断器１１１は、遮断信号を受信すると、送電線１１７の電
気を遮断する。
【０１９０】
　以上のように、本第２の実施形態によれば、異なる計測装置が異なるタイミングで物理
量を計測しても、物理量データフレームを受信する保護リレーは、計測時刻を保護リレー
の時刻に換算するため、時系列データ同士を比較できる。そのため、システム内の全ての
機器に時刻を配信する時刻サーバが必要ないという利点がある。
【０１９１】
　また、例えば保護リレー１０２が故障するか、保護リレー１０２の時刻に異常が生じて
も、母線保護リレー１３０に影響を及ぼさないため、母線保護リレー１３０は、複数の計
測装置から得た物理量の時系列データを正しく比較できる。そのため、本第２の実施形態
に係る保護リレーおよび母線保護リレーを用いることで、変電所の信頼性を向上できる。
【０１９２】
　さらに、本第２の実施形態に係る保護リレーおよび母線保護リレーを送電線保護システ
ムに導入することによって、計測装置は、物理量の送信先であるそれぞれの保護リレーお
よび母線保護リレー毎にＰＬＬを備える必要がない。そのため、システムの拡張が容易で
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ある。これに対して、物理量データフレームの送信先の装置毎に１のＰＬＬを計測装置に
備えることで計測タイミングを決定する方法では、計測装置が備えるＰＬＬの数に送信先
の装置数が制限されてしまい、拡張性に欠ける。
【０１９３】
　また、本第２の実施形態では、保護リレーや母線保護リレーと、計測装置とを１対１で
接続する必要がない。そのため変電所の要件に応じて柔軟なネットワークを構成可能であ
る。例えば、本第２の実施形態による送電線保護システムは、図１０を用いて説明した、
ダブルスター型のネットワークにより構成することができる。この場合、本第２の実施形
態に係る保護リレーおよび母線保護リレーの動作は、受信したフレームの宛先アドレスが
マルチキャストアドレスであるか自身のアドレスでない場合にそのフレームを転送しない
こと以外、本第２の実施形態と同様である。また、本第２の実施形態による送電線保護シ
ステムは、図１１を用いて説明したシングルスター型のネットワークによっても構成可能
である。
【０１９４】
　なお、本第２の実施形態に係る送電線保護システムは、時刻に関するデータの送受信量
を低減できる。典型的な変電所では、時刻を把握する頻度は、物理量を送信する頻度より
も低い。一方、第２の実施形態に係る保護リレーおよび母線保護リレーは、計測装置の時
刻の把握と送電線における異常の検証とを、別のシーケンスで行うため、時刻に関するデ
ータの送受信量を低減できる。
【０１９５】
　これに限らず、本第２の実施形態に係る保護リレーおよび母線保護リレーは、Syncメッ
セージＢと物理量データフレームとを１のメッセージに纏めた統合メッセージを処理して
もよい。統合メッセージは、物理量の値と、統合メッセージの送信時刻と、Correctionフ
ィールドとを含む。保護リレー１４００の時刻計算部１４０９は、統合メッセージの送信
時刻およびCorrectionフィールドの値をSyncメッセージＢによる送信時刻およびCorrecti
onフィールドの値の代わりに利用して、計測装置の時刻を把握する。また、保護リレー１
４００のタイムスタンプ補正部１４１０は、統合メッセージの送信時刻および物理量の値
を、物理量データフレームの代わりに利用する。
【０１９６】
　また、本第２の実施形態に係る保護リレー１４００の時刻計算部１４０９は、通信イン
タフェース１４０１と通信インタフェース１４０２との間で転送されるSyncメッセージＢ
を処理してもよい。この場合、SyncメッセージＢは、ネットワーク処理部１４０３および
ＤＥＭＵＸ１４０５を経由して、時刻計算部１４０９に転送される。時刻計算部１４０９
は、推定される転送処理時間を計算し、その値をSyncメッセージＢに対して記述する。
【０１９７】
　そして、時刻計算部１４０９は、SyncメッセージＢを、ＭＵＸ１４０６およびネットワ
ーク処理部１４０３を介して、当該SyncメッセージＢを受信した通信インタフェースとは
別の通信インタフェースから出力する。SyncメッセージＢの処理を時刻計算部１４０９に
全て集約することで、保護リレーおよび母線保護リレーの回路規模を低減できる。
【０１９８】
（第２の実施形態の第１の変形例）
　次に、本第２の実施形態の第１の変形例について説明する。この図２１に例示される保
護リレー１５００は、図１５を用いて説明した第２の実施形態による保護リレー１４００
から通信インタフェース１４０２を省き、通信インタフェースを１個のみにした例である
。なお、図２１において、上述の図１５と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な
説明を省略する。
【０１９９】
　保護リレー１５００は、通信インタフェース１４０１が受信したフレームをＤＥＭＵＸ
１４０５に出力すると共に、ＭＵＸ１４０６に入力されたフレームを通信インタフェース
１４０１に出力する点が、図１５に例示した保護リレー１４００と異なる。また、保護リ
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レー１５００は、通信インタフェース１４０１が受信したフレームの宛先アドレスがマル
チキャストアドレスである場合に、そのフレームを転送しない。
【０２００】
　本第２の実施形態の第１の変形例による保護リレー１５００は、図１１を用いて説明し
た、シングルスター型のネットワークで構成された送電線保護システムにおける保護リレ
ー１０１’～１０３’、ならびに、母線保護リレー１３０’として用いることができる。
【０２０１】
（第２の実施形態の第２の変形例）
　次に、本第２の実施形態の第２の変形例について説明する。図２２－１に例示される保
護リレー１６００は、図１５を用いて説明した第２の実施形態による保護リレー１４００
における一部の構成を、ＣＰＵ１４０７上で動作するソフトウェアで実現した例である。
なお、図２２－１および図２２－２において、上述の図１５と機能が共通する部分には同
一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【０２０２】
　この例では、保護リレー１６００は、ハードウェアとしては、通信インタフェース１４
０１および１４０２、ネットワーク処理部１４０３、水晶発振器１４０４、ＤＥＭＵＸ１
４０５、ＭＵＸ１４０６、ＣＰＵ１４０７、ＤＭＡコントローラ１４０８、タイムスタン
プ補正部１４１０、リレー演算部１４１１、記憶部１４１２、ならびに、バス１４３０を
備える。ＣＰＵ１４０７、ＤＭＡコントローラ１４０８、タイムスタンプ補正部１４１０
、リレー演算部１４１１および記憶部１４１２は、バス１４３０により互いに通信可能に
接続される。
【０２０３】
　そして、保護リレー１６００は、図２２－２に示されるように、時刻計算部１４０９’
がＣＰＵ１４０７上で実行されるＯＳ(Operating　System)１６１３上で動作するソフト
ウェアとして構成される。時刻計算部１４０９’は、図１５のハードウェアとしての時刻
計算部１４０９と同等の機能を実現する。時刻計算部１４０９’は、ＯＳ１６１３を介し
て、ＤＭＡコントローラ１４０８や記憶部１４１２などにアクセスする。
【０２０４】
　例えば、時刻計算部１４０９’を構成するためのプログラムは、記憶部１４１２に対し
て予め記憶される。保護リレー１６００の起動に伴い、ＣＰＵ１４０７は、記憶部１４１
２からプログラムを読み込んで実行することにより、各モジュールが図示されないＲＡＭ
上に展開され、時刻計算部１４０９’がＲＡＭ上に構成される。
【０２０５】
　このように、保護リレー１６００が有する一部の機能をＣＰＵ１４０７上で動作するソ
フトウェアとして実装することで、保護リレー１６００の回路規模を削減することができ
る。さらに、本第２の実施形態の第２の変形例による保護リレー１６００において、上述
の第２の実施形態の第１の変形例による保護リレー１５００の如く、通信インタフェース
１４０２を省略し１の通信インタフェース１４０１のみを備える構成とすることもできる
。
【０２０６】
（第２の実施形態の第３の変形例）
　次に、本第２の実施形態の第３の変形例について説明する。図２３－１に例示される保
護リレー１７００は、図１５を用いて説明した第２の実施形態による保護リレー１４００
における、さらに多くの部分の構成を、ＣＰＵ１４０７上で動作するソフトウェアで実現
した例である。なお、図２３－１および図２３－２において、上述の図１５、ならびに、
図２２－１および図２２－２と機能が共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を
省略する。
【０２０７】
　この例では、保護リレー１７００は、図２３－１に示されるように、ハードウェアとし
ては通信インターフェイス１４０１および１４０２、ネットワーク処理部１４０３、水晶
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発振器１４０４、ＣＰＵ１４０７、ＤＭＡコントローラ１４０８、記憶部１４１２、なら
びに、バス１４３０を備える。ＣＰＵ１４０７、ＤＭＡコントローラ１４０８および記憶
部１４１２は、バス１４３０により互いに通信可能に接続される。
【０２０８】
　そして、保護リレー１７００は、図２３－２に示されるように、時刻計算部１４０９’
、タイムスタンプ補正部１４１０’およびリレー演算部１４１１’が、ＣＰＵ１４０７上
で実行されるＯＳ(Operating　System)１６１３上で動作するソフトウェアとしてそれぞ
れ構成される。時刻計算部１４０９’、タイムスタンプ補正部１４１０’およびリレー演
算部１４１１’は、それぞれ、図１５のハードウェアとしての時刻計算部１４０９、タイ
ムスタンプ補正部１４１０およびリレー演算部１４１１と同等の機能を実現する。時刻計
算部１４０９’、タイムスタンプ補正部１４１０’およびリレー演算部１４１１’は、Ｏ
Ｓ１６１３を介して、ＤＭＡコントローラ１４０８や記憶部１４１２などにアクセスする
。
【０２０９】
　このように、保護リレー１７００が有するより多くの部分の機能をＣＰＵ１４０７上で
動作するソフトウェアとして実装することで、保護リレー１７００の回路規模を大幅に削
減することができる。例えば、本第２の実施形態の第３の変形例によれば、上述した第２
の実施形態の第２の変形例よりも、さらに回路規模を削減することが可能である。さらに
、本第２の実施形態の第３の変形例による保護リレー１７００において、上述の第２の実
施形態の第１の変形例による保護リレー１５００の如く、通信インタフェース１４０２を
省略し１の通信インタフェース１４０１のみを備える構成とすることもできる。
【０２１０】
　第２の実施形態の第２および第３の変形例による保護リレー１６００または１７００で
実行されるプログラムは、例えば記憶部１４１２に予め記憶されて提供される。これに限
らず、当該プログラムを、ネットワークを介して保護リレー１６００または１７００に対
して提供してもよい。この場合、例えば、プログラムを含むフレームが通信インタフェー
ス１４０１または１４０２に受信され、ネットワーク処理部１４０３およびＤＭＡコント
ローラ１４０８を介して記憶部１４１２に記憶される。
【０２１１】
　これに限らず、当該プログラムを、インストール可能な形式または実行可能な形式のフ
ァイルでＣＤ(Compact　Disk)、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＤＶＤ(Digital　Versa
tile　Disk)などのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供されるよう
にもできる。この場合、バス１４３０に対して記録媒体を読み取り可能なドライブ装置を
接続する。そして、プログラムが記録された記録媒体をこのドライブ装置に装着し、記録
媒体からプログラムを読み出して記憶部１４１２に記憶させる。
【０２１２】
　各実施形態および各実施形態の各変形例は、変電所における保護システム以外のシステ
ムにも適用できる。例えば、工場、自動車、航空機、列車、船、発電所などにおけるオー
トメーションシステム、センサネットワーク、またはアドホックネットワークにおいて、
複数個所における計測装置が計測したそれぞれの物理量を用いて外部の装置を制御する制
御装置が利用されている。そこで、制御装置は各実施形態における保護リレーと同様の動
作を行い、計測装置は各実施形態における計測装置と同様の動作を行うことで、信頼性が
高くネットワークの柔軟性を兼ね備えた同期システムを構築可能である。なお、制御装置
は遮断指令の代わりに外部の装置を制御する制御量を記述したメッセージを外部の装置へ
送信してもよい。
【０２１３】
（公知例との比較）
　各実施形態による計測装置は、物理量の送信先である保護リレーや母線保護リレーと１
対１で接続する必要がない。そのため、変電所において長距離で大量のケーブルを敷設す
る必要が無いと共に、変電所の要件に応じて柔軟なネットワークを構成可能である。
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【０２１４】
　これに対し、公知例である特許文献１および非特許文献１は、ディジタルネットワーク
を活用して変電所における大量のケーブルを削減する保護システムを開示している。何れ
の保護システムにおいても、電力線近くに設置される計測装置が複数のアナログケーブル
で入力された物理量をディジタル化して１本ケーブルを介して保護リレーへ送信する。こ
れら特許文献１および非特許文献１には、複数の計測装置が物理量の計測タイミングを同
期する方法を開示している。
【０２１５】
　しかしながら、特許文献１および非特許文献１の何方の方法も、ネットワーク構成の柔
軟性と障害波及の防止を兼ね備えていない。例えば、非特許文献１は、イーサネット（登
録商標）を用いて構成した変電所における系統保護システムを開示している。このシステ
ムは、複数の保護リレーおよび計測装置をイーサネット（登録商標）を用いてリング状に
接続する。各機器は、一方に隣接して接続される機器から受信したデータを、他方に隣接
して接続される機器へと転送する。非特許文献１が開示するシステムは、ディジタルネッ
トワークとしてイーサネット（登録商標）を利用するため、機器の転送時間が転送のたび
に異なる。
【０２１６】
　そこで、非特許文献１のシステムは、時刻同期プロトコルＩＥＥＥ１５８８を利用して
、イーサネット（登録商標）で構築されたネットワークでも高精度に伝送遅延を測定可能
としている。すなわち、非特許文献１が開示するシステムでは、グランドマスタクロック
と呼ばれる時刻サーバが時刻を配信し、複数の装置が自身の時刻をグランドマスタクロッ
クの時刻に同期することで、複数の装置同士が時刻を同期する。
【０２１７】
　しかしながら、非特許文献１に記される系統保護システムにおいて、グランドマスタク
ロックに異常が起きると、系統保護システム内の全ての保護リレーが電力系統を保護でき
なくなる。
【０２１８】
　一般に、系統保護システム内における個々の保護リレーは、電力系統内の異なるエリア
を監視する。例え、１箇所のエリアを管轄する保護リレーや計測装置に異常が起きても、
他のエリアを管轄する機器は関係なく正常に動作することが望まれる。
【０２１９】
　これに対し、非特許文献１が開示する系統保護システムでは、全ての機器がグランドマ
スタクロックの信頼性に影響を受けるため、系統保護システムの信頼性が著しく低下する
おそれがある。グランドマスタクロックを冗長化しても、グランドマスタクロックの障害
が系統保護システム全体に波及する可能性がある状況に変わりない。これは、システムが
リング型ネットワークではなくスター型のネットワークで構成された場合でも、同様の問
題が存在する。
【０２２０】
　上述した第１の実施形態および第１の実施形態の各変形例では、同じ保護リレーに物理
量データフレームを送信する複数の計測装置は、同じ保護リレーの時刻を基にして物理量
の計測タイミングを決定するため、同じタイミングで物理量を計測することができる。そ
して、たとえ一台の保護リレーが故障しても、他の保護リレーに送信するための物理量の
計測タイミングに影響しない。また、上述した第２の実施形態および第２の実施形態の各
変形例では、保護リレーは、異なる計測装置から送信された物理量の計測時刻を、自身の
時刻に変換しているため、異なる計測装置それぞれの計測タイミングの関係を把握するこ
とができ、各計測装置の物理量の値による時系列データを比較することで、過電流等の異
常の有無を検証できる。そして、たとえ一台の保護リレーが故障しても、他の保護リレー
における時刻の変換処理に影響しない。そのため、各実施形態および各実施形態の各変形
例は、非特許文献１において起こり得る、広範囲への障害波及を防ぐことができる。
【０２２１】
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　また、特許文献１には、１組の保護リレーと計測装置を１本の光ファイバケーブルで接
続する保護システムが開示されている。特許文献１が開示するシステムは、保護リレーと
計測装置との間に転送装置が存在しないため、伝送遅延を略一定に維持可能である。特許
文献１が開示する計測装置は、保護リレーからクロック信号を受信したタイミングで、デ
ィジタル化した物理量を保護リレーへ送信する。保護リレーは、複数の計測装置へクロッ
ク信号を送信するタイミングを合わせることで、複数の地点の物理量の測定タイミングを
同期する。
【０２２２】
　しかしながら、特許文献１が開示するシステムは、通信する１台の保護リレーと１台の
計測装置につき１本のケーブルを必要とする。特許文献１が開示するシステムは、伝送遅
延を一定に保つためリングやスター型といったネットワークを構成できないため、大量の
ケーブルを必要とする。
【０２２３】
　これに対して、各実施形態による計測装置は、既に説明したように、物理量の送信先で
ある保護リレーや母線保護リレーと１対１で接続する必要がない。そのため、変電所にお
いて長距離で大量のケーブルを敷設する必要が無いと共に、変電所の要件に応じて柔軟な
ネットワークを構成可能である。
【０２２４】
　以上説明したように、第１および第２の実施形態、ならびに、各実施形態それぞれの各
変形例は、時刻同期システムの高信頼性とネットワーク構成の柔軟性を兼ね備えた保護シ
ステムを構成することができる。
【０２２５】
　なお、本発明は、上記各実施形態および各実施形態の各変形例そのままに限定されるも
のではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化するこ
とができる。また、上記各実施形態および各実施形態の各変形例に開示されている複数の
構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施
形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【符号の説明】
【０２２６】
１０１～１０３，１４００，１４００’，１５００，１６００，１７００　保護リレー
１０４～１０９，５００，６００，７００，８００　計測装置
１３０　母線保護リレー
１１６～１１８　送電線
５０１，５０２，１４０１，１４０２　通信インタフェース
５０３，１４０３　ネットワーク処理部
５０５，１４０６　ＭＵＸ
５０６，１４０５　ＤＥＭＵＸ
５１２，１４０７　ＣＰＵ
５１３　時刻計算部
５１４，１４１２　記憶部
５１５，１４０４　水晶発振器
５１７　タイミング調整部
５１８　フレーム生成部
１４１０　タイムスタンプ補正部
１４１１　リレー演算部
２２０９　時刻提供部
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